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はじめに 

 

日本看護学教育評価機構は、2018 年 10 月 15 日、設立者である一般社団法人日本看護系

大学協議会（JANPU）による 3千万円の拠出を受け、一般財団法人として発足した。 

本機構の目的は、「日本の大学における看護学教育の質を保証するために、看護学教育プ

ログラムの公正かつ適正な評価等を行い、教育研究活動の充実と向上を図ることを通して、

国民の保健医療福祉に貢献すること」（定款第 3条）である。 

発足年である 2018年度の報告書作成にあたり、改めて機構設置に至った背景を高等教育

の動向、医療専門職教育分野の取り組み、看護学教育の高等教育化、JANPUの種々の取り組

みの歴史から確認しておきたい。 

 

 法制化により大学の機関別評価は義務化され、2004 年からすべての大学が 7 年に 1 回以

上、第三者認証機関を受審し認証評価を受けるようになった。機関別評価の認証を受けるこ

とは基本であるという認識は広く大学間に共有されてきた。しかし、教育の質を保証するに

は、機関別評価だけでは十分ではないことが間を置かず指摘されるようになった。教育プロ

グラムに焦点をおく評価、分野別評価の重要性が確認されてきたのである。 

2008 年中央教育審議会答申において、学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入

学者受け入れの方針の 3方針（３P）の明確化という主たる柱に加えて、分野別質保証に向

けた枠組み作りが挙げられた。日本学術会議はこの審議依頼に応えて、2010 年「大学教育

の分野別質保証の在り方について」を提出し、これを受けて各学問分野は「大学教育の分野

別質保証のための教育課程編成上の参照基準」を公表してきた。 

医療専門職教育の分野では分野別評価への取り組みは、比較的早くから行われており、そ

の理由や必然性は異なるものの、それぞれ施行評価を経て薬学教育では 2013年、医学教育

では 2017年から本評価を開始している。また、専門職大学院における教育を始めたことに

伴い、助産学分野でも 2008年から評価機構を設置し、評価を開始している。 

JANPU における検討は他分野に比べても早期から行われており、2002 年海外の情報収集

及び評価基準の検討が開始され、2007 年～11 年には文部科学省委託事業を受け、3 回にわ

たり 8校の試行評価を実施している。JANPUが分野別評価に着目した背景には、看護学の急

速な高等教育化がある。1992 年「看護師等の人材確保の促進に関する法律」施行を契機に

11 校時代が続いていた看護系大学は、急速に数を増し 2019 年 4 月現在、274 大学、287 課

程（省庁大学校 2 校、2 課程を含む）を数えるに至っている。二十数年間に 25 倍になると

いう驚異的な数字である。これは、喜ぶべきことであると同時に、教員の不足や流動化を招

くなどの危機感をもたらした。学ぶ学生たちも一握りの選ばれた学生ではなくなり、1学年

定員の増加と相まっていわば大衆化してきた感がある。もうひとつの背景要因は、大学にお

ける看護学教育の位置づけの多様さである。看護学教育プログラムは、単科大学、学部、学

科、さらには専攻といったさまざまなレベル、位置づけで設置され行われている。これは、
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同じ医療専門職教育でも医学や薬学にはない看護学独特の状況である。この複雑さは意思

決定や権限、教員の数・配置など、看護学教育のいろいろな面に影響を及ぼしている。機関

別評価においてどの程度看護学教育の内容が取り上げられるか、実質的評価を受けられる

かもこの位置づけによって大きく異なる。単科大学では看護学教育プログラムの評価が受

けられる実感があるが、総合大学の学科以下の位置づけでは自己点検評価の段階からしば

しば関与が限定される。分野別評価が待たれる大きな理由である。看護学教育プログラムの

実施主体の多様さ、複雑さは分野別評価の受け入れに対する温度差を生み出している。     

このような温度差があるなかでも、JANPUにおける検討や試行評価の報告会等を経て徐々

に分野別評価の意義や内容について理解が進み、2015 年 JANPU 総会において機構の設置と

3000 万円の拠出が承認され、設立準備委員会を経て、2018 年 10 月設立に至ったのは冒頭

述べたとおりである。折しも、看護学教育の質保証にかかわる指針が次々に公表されていた。

まず、日本学術会議から「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準（看

護学分野）が 2017年 9月に次いで文部科学省大学における看護系人材養成の在り方に関す

る検討会から「看護学教育モデル・コア・カリキュラム～『学士課程においてコアとなる看

護実践能力』の修得を目指した学修目標」が同年 10月に公表された。翌年にあたる 2018年

6月 JANPUは「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」を 7年ぶ

りに改定し公表した。各大学はこれらをカリキュラム編成に際して参考資料として活用す

ることができ、またそれが期待されている。 

日本の 3 大学に 1 校、看護学教育プログラムをもつ大学があり、卒業生の数も 2 万人を

超え看護学士が新卒看護師の半数を占めるようになるのもそう遠いことではない時代を迎

えている。看護系大学には国民の健康や福祉に貢献する看護専門職の人材育成を担う責務

がある。それだけではなく大学教育としての魅力が備わっているかも求められよう。学生が

知の発見や創造に加わっている実感をもてる（菱沼：看護学教育カリキュラム、その制度の

理解について、JANPU 看護学士課程教育の質を高めるカリキュラム開発に関する研修会、

2017）大学あるいはその教育プログラムを目指して、分野別評価を質保証の機会として積極

的に活用する機運を高めていきたい。 

 

本機構は小さな 1歩を踏み出したばかりであるが、理事監事、委員会委員、職員、みな等

しく、力強い歩みに変えていく意気込みを共有している。引き続き支援をいただいている出

資者である JANPUの方々への感謝を述べて終えることにしたい。 

 

一般財団法人 日本看護学教育評価機構                             

代表理事  高田早苗 
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設立記念講演会 概要報告 

 

11 月 5 日（月）13 時～16 時 45 分には、文部科学省高等教育局医学教育課・企画官 荒

木裕人氏、米国の Commission on Collegiate Nursing Education（CCNE）の専務理事 Dr. 

Jennifer Butlinを招聘し、設立記念講演会を開催した。日本看護系大学協議会会員校から

300名以上の参加があり、熱心に耳を傾けた。以下にプログラム概要を示す。 

 

・ 一般社団法人日本看護系大学協議会 上泉和子代表理事あいさつ 

・「高等教育における医療人養成について」 

文部科学省    企画官 荒木裕人氏 

・「米国での看護学教育評価と成果、これからの米国や世界の看護学教育の未来像について」 

               CCNE      専務理事 Dr. Jennifer Butlin 

・本機構について       JABNE      代表理事 高田 早苗 

 

設立記念講演会のプログラムを撮影をし、YouTubeからの WEB視聴を公開した。 

 

 なお、11月 6日（火）10時～12時 Dr. Jennifer Butlinとの意見交換会をもち、本機

構理事、評議員 14名が参加し、活発な質疑応答がなされた。 
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一般財団法人　日本看護学教育評価機構　評議員・役員一覧(敬称略）

役職 氏名 所属 備考

評議員 大島弓子 豊橋創造大学 日本私立看護系大学協会会長

評議員 片田範子 関西医科大学 日本看護系学会協議会会長

評議員 上泉和子 青森県立保健大学 日本看護系大学協議会代表理事

評議員 川本利恵子 公益社団法人　日本看護協会 日本看護協会常任理事

評議員 堀内成子 聖路加国際大学大学院 日本助産評価機構理事長

評議員 正木治恵 千葉大学 有識者

評議員 南裕子 高知県立大学 有識者

役職 氏名 所属 担当業務 備考

代表理事 高田早苗 日本赤十字看護大学 ●企画運営部会 関東ブロック

理事 大日向輝美 札幌医科大学 ◎異議審査委員会 北海道ブロック

理事 武田利明 岩手県立大学 ○評価委員会 東北ブロック

業務執行理事 井上智子 国立看護大学校 ◎評価委員会 関東ブロック

理事 北川眞理子 金城学院大学 ◎評価員研修委員会 中部ブロック

業務執行理事 菱沼典子 三重県立看護大学 ◎評価基準検討委員会 関西・近畿ブロック

理事 秋元典子 甲南女子大学 ○評価基準検討委員会 関西・近畿ブロック

理事 原祥子 島根大学 ○評価員研修委員会 中国・四国ブロック

理事 岸田佐智 徳島大学大学院 　評価基準検討委員会 中国・四国ブロック

理事 尾形由起子 福岡県立大学 　評価委員会 九州・沖縄ブロック

理事 石井邦子 千葉県立保健医療大学 ◎財務委員会 関東ブロック

理事 小山田恭子 聖路加国際大学大学院 ◎総務・渉外委員会 関東ブロック

理事 佐々木幾美 日本赤十字看護大学 ◎広報委員会 関東ブロック

監事 石垣和子 石川県立看護大学 　

監事 鈴木志津枝 神戸市看護大学

注）●部会長、◎委員長、○副委員長
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2018 年度 一般財団法人 日本看護学教育評価機構（JABNE）第 1 回理事会議事録 

 

日時：2018年 11月 5日（月）17:30～18:50 

場所：日本赤十字看護大学 第 2会議室 

出席者：高田早苗、大日向輝美、武田利明、井上智子、北川眞理子、菱沼典子、秋元典子、岸田佐智、

尾形由起子、鈴木志津枝（敬称略） 

欠席者：原祥子、石垣和子（敬称略） 

議長：高田早苗（代表理事） 

JANPU事務局：潮、川口、田中 

 

I. 開会 

高田代表理事より開会の挨拶があった。全理事 10 名のうち、出席 9 名により定款第４３条に基づ

き理事会が成立することが確認された。 

 

II. 議長選出 

定款第４２条により、議長は代表理事の高田早苗、記録は JANPU事務局の潮で行われた。 

 

III. 議事録署名人 

定款第４７条により、代表理事の高田早苗、出席監事の鈴木志津枝とした。 

 

IV. 議題 

１．理事・監事の紹介     冊子：「看護学教育評価システム」31 ページ 

 冊子「看護学教育評価システム」をもとに、出席理事・監事の自己紹介がなされた。 

（敬称略） 

 ・代表理事 高田早苗  日本赤十字看護大学 関東ブロック 

 

 ・理事 大日向輝美  札幌医科大学  北海道ブロック 

（ブロック順）  武田利明  岩手県立大学  東北ブロック 

  井上智子  国立看護大学校 関東ブロック 

  北川眞理子  人間環境大学大学院 中部ブロック 

  菱沼典子  三重県立看護大学 関西・近畿ブロック 

  秋元典子  甲南女子大学  関西・近畿ブロック 

  原祥子（欠席）  島根大学  中国・四国ブロック 

  岸田佐智  徳島大学  中国・四国ブロック 

  尾形由起子  福岡県立大学  九州・沖縄ブロック 

 

 ・監事  石垣和子（欠席） 石川県立看護大学 
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   鈴木志津枝  神戸市看護大学 

 

２．定款の確認      冊子：「看護学教育評価システム」15 ページ 

 高田代表理事より当日の設立記念講演会で配布した冊子「看護学教育評価システム」に掲載している

定款（15～27ページ）について次のような説明がなされた。 

 

１）第２章 第４条 目的及び事業について 

 （１）看護学教育プログラムの評価事業⇒本機構の事業の柱 

 （２）看護学教育プログラムの評価基準の作成及び改定 

    ⇒機構設立準備委員会で、原案を作成中でありその内容の若干の修正が必要となる。 

 その他に第４条は（３）～（７）があり、当面は上記（１）と（２）がメインの事業となる。 

 

２）第４章 評議員、第５章 評議員会について 

 ・評議員の定数（第１３条）６名以上９名以内。 

 ・評議員会の構成と権限は第１８条の通り。 

 ・評議員会の開催は年１回（第１９条）。 

 その他、評議員と評議員会の詳細については、定款の第４章と第５章を参照されたい。 

 

３）第６章 役員について 

 ・理事の定数（第２９条）は９名以上１３名以内、監事は２名以上３名以内 

  ⇒本機構設立時は理事１０名、監事２名、評議員７名で登記したこと、また、今後必要に応じて理  

   事・監事、評議員を増員して設置できることを確認した。 

 ・選任方法（第３０条）と理事の職務と権限（第３１条）の内容を確認する。 

  理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。 

 ・役員の任期（第３３条）は、１期２年とし連続して３期を超えないとする。 

  ⇒役員（理事、監事）は、  １期２年×３期（最長６年）とする。 

  ⇒【参考】評議員の任期（第１６条） １期４年×２期（最長８年）とする。 

 ・役員の欠員（役員の定数に足りなくなる時） 

  例えばある事情で任期途中の辞任によって欠員が生じた場合は、理事会で補欠者を選任し、新たに  

  増員された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。JANPU の役員選挙での 

  選出方法とは異なる。７つの各ブロックから少なくても１名以上は選出する。ブロックの考え方な 

  どの主旨については定款には定義していないが、基本的なルールについて守っていきたい。 

 

４）第７章 理事会について 

 ・理事会は３か月に１回以上＝年に４回の開催とする（第４０条）。 

 ・理事会は代表理事（＝理事長）からの招集とするが、理事からの招集もあり得る（第４１条）。 

 ・職務および権限については、一般社団法人のそれと特に変わるものではない。 

３．理事・監事の役割について         冊子：「看護学教育評価システム」32 ページ 

 冊子「看護学教育評価システム」32ページに掲載している組織図と各役割をもとに、高田代表理事よ
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り各部会と委員会の活動内容と、各理事は１つの委員会または部会を所掌してもらいたい旨の説明がな

された。 

 理事と委員長を兼任するやり方と、理事とは別に委員長を立てる２通りが考えられる。また、機構の

設立準備委員会委員は 2016 年より３年間準備活動をしており内容を熟知しかつ即戦力になるので、準

備委員の先生方に委員長や委員を引き続き依頼することも可能である。 

 

 菱沼理事より、次の内容について補足説明がなされた。 

 ■広報委員会 

  ・ホームページの立ち上げと運営や JANPU 会員校に向けての広報活動となる。 

  ・委員の候補者として、機構設立準備委員の中山栄純先生（北里大学）が挙げられる。 

  ・ホームページはサーバーや委託業者が関与するので JABNE/JANPU 事務局も大きく関わる。 

 ■財務委員会 

  ・寄付依頼、賛助会員の入会依頼 

   ⇒井上先生（JANPU ならびに JABNE 理事）、岡谷先生（JANPU 常任理事）が企業への挨拶回 

    りを行っている。 

  ・JABNE 活動に関する予算立てが必要。その意味で本委員会は「委員会」なのか？（管理部門で 

   はないのか）といった意見もあった。 

 

１）機構設立準備委員会委員について                      （敬称略） 

 

NO 氏名 所属 備考 

1 石橋みゆき 千葉大学 評価基準作成担当、認定マーク 

2 太田喜久子 日本赤十字看護大学 評価基準作成担当 

3 岡谷恵子 JANPU 常任理事 規程類作成 

4 小山田恭子 聖路加国際大学 評価基準作成担当 

5 中山栄純 北里大学 評価ハンドブック作成、ホームページ 

6 西田朋子 日本赤十字看護大学 評価ハンドブック作成、書記 

7 三浦友理子 聖路加国際大学 評価ハンドブック作成、書記 

8 石井邦子 千葉県立保健医療大学 JANPU 総務理事、文科省看護専門官経験者 

9 川本利恵子 日本看護協会理事 JABNE 評議員 

10 高田早苗 日本赤十字看護大学 機構設立準備委員会委員長、JABNE 代表理事 

11 菱沼典子 三重県立看護大学 評価基準作成担当、JABNE理事 

12 井上智子 国立看護大学校 評価委員会、JANPUと JABNE の理事 

13 北川眞理子 人間環境大学 評価者研修担当、JABNE 理事 

14 上泉和子 青森県立保健大学 JANPU 代表理事、JABNE評議員 

 

２）JABNE事業の柱となる３部門について 

 機構設立準備委員会での担当は次の通り。 

 ①評価委員会（機構設立準備委員会の担当者である井上先生に委員長を依頼する） 
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 ②評価基準検討委員会（菱沼先生、同上） 

 ③評価者研修委員会（北川先生、同上） 

 

理事より次の意見が出された。 

＜意見＞ 

・評価チームには評価委員会の委員も所属するのか？ 

 ←初期段階では評価委員会の委員が評価チームを兼ねる可能性はあるが、今後毎年評価者研修をして  

  評価できる人材を養成することになる。 

・機関別評価の経験者に評価チームや評価委員会に入ってもらうと助かる。経験者が、評価プロセス、 

 受審校とのやりとりに生かせる。 

・評価者研修のよびかけに経験者に手上げしてもらう。 

・専務理事をおかないと進んでいかない。専務理事が評価委員会を統括していくのが適任ではないか。 

・評価者の位置づけとして、各ブロックの評価委員⇒その親委員会としてオーソライズ⇒さらに親部会 

 ⇒理事会にあげていく過程で同じ人が何度も評価するのは適切ではない。違うブロックの評価をオー 

 ソライズしたほうがよい。 

・評価委員会は理事会とは別に招集して活動していく。沢山の先生方に評価委員会に入ってほしい。 

・現理事９名（代表理事除く）は、２つの部会に必ず入ったほうがよいのか？ 

・所掌委員長（理事）は置くが、委員は置かない委員会もある。（例：財務委員会） 

・異議審査委員会は本評価が始まる３年後（あるいは２年後）の開催と見込んでいるのですぐの設置で 

 はない。外枠（様式やスケジュールなど）を決める。実質・実働は先になる予定。 

・準備状況として評価基準案はあるが、まだ資料やデータを提出してもう手順も決まっていない。  

 ハンドブックを作っていない（着手しているが形になっていない）。これらは評価委員会の仕事にな  

 るのか？ 

 ←評価委員会の下部の WG（ワーキンググループ＝作業部隊）で作成するのが現実的である。 

・当面重要なのは先述の「評価委員会」、「評価基準検討委員会」、「評価者研修委員会」の３つの委員会 

 のため、この３つに９名の理事を複数人配置してはどうか。 

・広報委員会も重要だが、JABNE/JANPU 事務局が中心になって遂行してもらう。 

・未経験（これまでの準備段階で携わっていない）の理事たちにも情報を共有してもらう。 

・作業そのものは別に組織化する。作業を進める。理事会でオーソライズする。 

・財務や総務は指名理事に依頼・分掌してもらう。 

・問題となるのが“原則”である。 

 会員校の考え方、JANPU会員校、JABNE会員校、左記以外の所属（どこの所属）でもいいのか。 

・評価者研修委員会、機関別評価の経験者に人選を任せてはどうか。 

 

＜委員会分掌に関する決定事項＞ 

■①評価委員会：井上先生、武田先生、尾形先生 

 専務理事を置くまでの間、理事はブロック別でもあるのでなるべく評価委員会に入って頂きたい。 

 ⇒大きな枠組み、道筋を構築する。 

■②評価基準検討委員会：菱沼先生、秋元先生、岸田先生 
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 評価基準、評価実施要項、評価手続き等の原案作成⇒急ぎの検討事案を取扱う。 

■③評価者研修委員会：北川先生、大日向先生、原先生 

 外枠（全体的枠組み、お膳立て、７ブロックをどのように定義して運営するか、研修スケジュール、  

 人選：経験者の確保や公募方法などメーリングリスト、会場の確保をどのようにするか、時間配分等）  

 を決める。研修会の内容については上記①評価委員会と②評価基準検討委員会で決定した内容次第と 

 なる。 

 

４．予算案の説明（今後５年間の予算案）      別配布資料 

 機構の支援・協力依頼として４～９月に挨拶回りをした機関に向けて作成・配布した JABNE 今後５

年間の予算案資料について JANPU 事務局の潮より次の内容が説明された。  

 

１）前提：会費 10万円、受審料 150万円 

２）会員数について：2019 年度から会員募集。初年度 170校から毎年 10校ずつ増加すると仮定。 

３）予算案の見方 

 ①各科目に関する補足情報は「備考」欄を参照されたい。 

 ②上部が収入の部 

 ③支出の部は「１．事業費：会議・委員会関連と広報、評価管理システム」、「２、評価事業費」、「３． 

  管理費」から構成される。 

 ④表の一番下の行が収支差額となり、年度末に手元に残る正味財産期末残高となる。 

４）今後 5年間の予算案の概要について 

 ①2018年度（今年度） 

  収入源は JANPUより出資された 3,000万円のみ。主な活動としては 2回の説明会、理事会、評議員 

  会 

 ②2019年度（１年後） 

  会員募集開始、評価者研修会開始。JABNE専任の事務員採用予定。 

 ③2020年度（２年後） 

  試行評価（各ブロック 1校=7校）実施のため、本評価の半額×7校分の審査料収入あり。 

    年度末に手元に残る正味財産期末残高が約 511万円となる。 

 ④2021年度（３年後） 

  本評価（10校程度）実施初年度となる。本評価の 10校分の審査料収入あり。 

    年度末に手元に残る正味財産期末残高が約 580万円となる。 

 ※財団法人は正味財産期末残高が 2期連続して 300 万円を下回ると自動解散となるため、2020年度と 

  2021年度の収支バランスは要注意となる。 

 ⑤2022年度（４年後） 

  本格的な本評価（1ブロック 3校＝計 21校と仮定）開始。本評価の 21校分の審査料収入あり。 

    年度末に手元に残る正味財産期末残高が約 2,000 万円となる。 

 

６）その他、意見 

・賛助会員と寄付、医学書院の協力で、教育教材会社約３０数社に声がけする予定。 
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・一度きりの寄付よりも継続的・定期的な収入となるように賛助会員への呼びかけが必要ではないか。 

・支出、管理費、人件費＝専任事務の採用が最優先、仕事を理解して尽力してほしい。 

⇒来年度は独立したといえるように持っていきたい。 

⇒専務理事、事務員報酬の予算は、今後５年間については潤沢ではない。 

 理事長報酬はゼロとする。 

・大学基準協会や学位授与機構からの話では、事務局体制によって評価体制の質が決まる。その意味で  

 事務局体制が重要になる。 

 

 

 

■次回日程 

１）第２回 JANBE理事会 

  日時：2月 8日（金）10-12時（場合によっては 12時 30分まで） 

  場所：〒101-0047  東京都千代田内神田 2-11-5 大澤ビル 6階 

２）一般財団法人 日本看護学教育評価機構説明会 

  日時：3月 23日（土）10-11時(予定)   

  場所：〒101-8439  東京都千代田区一ツ橋 2-1-2  学術総合センター内 一橋講堂 

 

 

以上で平成 30年度第 1回理事会が 18時 50分に終了した。  
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2018 年度 一般財団法人 日本看護学教育評価機構（JABNE）第 2 回理事会議事録 

 

開催日時：2019年 2月 8日（金）10:00～14:00 

開催場所：日本看護学教育評価機構 神田事務所 

出席者（理事会）：高田早苗、大日向輝美、武田利明、井上智子、北川眞理子、菱沼典子、秋元典子、 

原祥子、岸田佐智、尾形由起子、石垣和子、鈴木志津枝、 

石井邦子（10:10～）、佐々木幾美（10: 10～）、小山田恭子（11:50～） 

杉田由加里（オブザーバー：文部科学省 高等教育局医学教育課 看護教育専門官）、 

岡谷恵子（オブザーバー：JANPU常任理事）               （敬称略） 

JANPU/JANBE事務局：潮、川口、田中 

 

I. 開会 

高田代表理事より開会の挨拶があった。全理事 10 名のうち、出席 10 名により定款第４３条に基づき

理事会が成立することが確認された。 

 

II. 議長選出 

定款第４２条により、理事会議長は代表理事の高田早苗、記録は JABNE事務局の潮で行われた。 

 

III. 議事録署名人 

定款第４７条により、代表理事の高田早苗、出席監事の石垣和子、鈴木志津枝とした。 

 

IV. 議題 

１．評議員会開催決議(理事会決議事項) 

  臨時評議員会を開催することが承認された。 

 

３．理事候補者 3名の承認（評議員会決議事項）               資料 1 

 資料 1をもとに、高田代表理事より理事候補者 3名の説明がなされた。 

石井邦子先生（千葉県立保健医療大学 教授）、小山田恭子先生（聖路加国際大学 教授）、佐々木幾美  

先生（日本赤十字看護大学 教授）の 3名が理事として承認された。 

  

４．理事 3名の紹介 

 高田代表理事より理事候補者 3名が紹介された。 

佐々木先生は登記は戸籍上の浅倉の名前とするが、登記に関わらない理事会の際には旧姓の佐々木の名 

前で記録することとする。またここから石井理事、佐々木理事が本理事会に出席することとなった。 

 

５．業務執行理事の承認(理事会決議事項) 

 井上智子理事、菱沼典子理事の 2名が承認された。 
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６．前回理事会議事録の承認       資料 2 

11月中に理事・監事に配信した議事録等に、マーカー箇所（定款の条項番号や出欠の訂正、 

てにおはの見直し）の修正を行った旨を事務局より説明した。 

＜承認＞ 

異議なく平成 30年度第 1回理事会議事録は承認された。 

 

７．定款の重要事項の確認（組織体制、役割、役員と評議員の相互の関係性等） 

冊子：「看護学教育評価システム」 

 高田代表理事より冊子「看護学教育評価システム」をもとに、定款の主な条項（任期、権限、その他）  

 や本機構の組織について説明がなされた。また、事務局体制については、「現在は JANPU事務局全員が兼  

 任しているが、JANPU事務員(正職員 1名、パート 1名)を募集中であり、採用後は JANPUと JABNEの業 

 務を遂行しながら徐々に JABNEの専任事務員としてシフトしていければと考えている」と事務局より報 

 告があった。 

 また、理事ならびに評議員より下記のような意見が出された。 

 ＜意見＞ 

  ・第４条（事業）に（１）から（７）まであるが、どこまでが評価事業に該当するのか？ 

   ←（１）から（３）までが評価事業と言える。第４条の事業の位置付けはこれから固めていく予定  

    である。 

 

８．評価事業基本原則案と企画運営基本原則案の説明と承認    資料 3-1、3-2 

 高田代表理事より資料 3-1 と 3-2 をもとに、本機構の評価事業基本原則案について説明がなされた。初

期段階で各委員会レベルまで詳細に規則を作成してしまうと、規程内容と実際の活動とで整合性が取れな

くなる可能性があるため、評価事業と企画運営事業について基本原則案を作成している。また、本日の理

事会（評議員会）の時間制約上のため、説明は評価事業基本原則案のみととするが、企画運営事業につい

ては各自必ず目を通して、訂正・加筆を含めて意見等ある場合は代表理事・事務局に連絡することとなっ

た。 

 

 資料の修正箇所は以下の通り。 

 ＜修正箇所＞ 

  ①【変更後○】評価員 ← 【変更前×】評価実施員 

  ②【変更後○】評価員研修委員会 ← 【変更前×】評価者研修委員会（冊子「看護学教育評価シス  

                          テム」の 6ページの「評価推進委員会」） 

  ③【変更後○】評価員 ← 【変更前×】評価実施員 

 

 また、理事ならびに評議員より「評価事業基本原則案」について下記のような意見が出された。 

 ＜意見と確認＞ 

  ①基本原則であるが、第 1条の書き出しが「この規則」となっているが、これで適切か？ 

   ←「この基本原則は」と修正する。 
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  ②第５条（審査）と第８条（不適合）ついて 

   審査を受ける側からすると、審査結果の「不適合」という表現は吟味した方が良いのではないか？ 

  ←評価基準に示されるので、基本原則内での表現は今後もう少し検討していきたい。 

  ③第３条２（評価の実施方法）について WEB調査実施も予定していることを確認した。 

   実地調査は評価員の旅費その他の経費がかかるので、将来的には WEB調査も検討していく。 

  ④第３５条（評価チーム）について 

   実務看護職者のイメージがつかめないが、具体的にはどういうことか？ 

   ←委員会でこれから詳細を詰めていく予定。米国の CCNEでは評価チームの一員として「実務看護職 

    者」を入れるのは一般的である。現状は「実務看護職者を含むことができるものとする」として 

    おり、含まないこともできる。詳細は決めていないが、将来的には実務看護職者が評価チームと 

    して加わるようにしていきたい。 

  ⑤評価事業基本原則案では評価が学部対象であるように読み取れるが、将来を見据えて大学院や短期 

   大学（日本私立看護系大学協会からの要望）も記載した方がいいのではないか。 

   ←今後検討していくこととなった。 

 

 ＜結論と承認＞ 

  上記の修正箇所と意見に対する代表理事ならびに各委員長からの説明を含めて、２つの基本原則案は理事会 

  で承認された。 

 

９．各委員会委員長の承認       資料 4 

 資料 4に基づいて、次の 7つの委員会メンバーを確認して、各委員会の委員長の承認がなされた。 

 （敬称略） 

 １）総合評価部会(下部の各委員会の委員長と副委員長で構成される) 

  ①評価委員会 

   ●委員長：井上智子理事 

    委員：武田利明理事、尾形由起子理事、三浦友理子（聖路加国際大学）、 

       内山孝子（日本赤十字看護大学） 

  ②評価基準検討委員会 

   ●委員長：菱沼典子理事 

    委員：秋元典子理事、岸田佐智理事、太田喜久子（日本赤十字看護大学）、石橋みゆき（千葉大学） 

  ③評価員研修委員会 

   ●委員長：北川眞理子理事、 

    委員：原祥子理事 

  ④異議審査委員会 

   ●委員長：大日向輝美理事 

 

 ２）企画運営部会(下部の各委員会の委員長と副委員長で構成される) 

  ①総務・渉外委員会 

   ●委員長：小山田恭子理事 

    委員：岡谷恵子（JANPU常任理事）、 

  ②財務委員会 

   ●委員長：石井邦子理事 

  ③広報委員会 
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   ●委員長：佐々木幾美理事 

    委員：中山栄純（北里大学） 

 

１０．今後のスケジュールと検討事項の確認                          資料 5-1～5-4 

高田代表理事より資料 5-1について、2019年 2月（本日）から 2020年度末（2021年 3月）までの評議 

員会、理事会、各委員会単位の業務内容とスケジュールについて示していると報告がなされた。また、資

料 5-2には評価員研修の進め方、試行評価と本評価の進め方と流れについて詳細に説明された。 

 ＜財務理事からの依頼＞ 

  各委員会の 2019年度予算案（その裏づけとなる活動内容も）を 3月中旬までに提出することとなった。 

 

１１．定時評議員会の開催時期について      資料 6 

１）資料の訂正：資料 6「事業年度終了後 3カ月以内（4月～7月）」→【正】4月～6月 

２）2019年 6月 21日(金)14時～で決定した。 

  今後は基本的に 6月の第 2金曜日とする。 

 

１２．入会と会費納入のプロセス、賛助会員の報告     資料 7-1～7-4 

 冊子「看護学教育評価システム」28～30ページならびに資料 7-1～7-4をもとに、現状の会員規程案に

ついて説明がなされ、近々に JANPU会員校に対して入会の案内、会費納入時期などについて具体的にどの

ようにすべきか理事会から意見を募った。 

 また、賛助会員として医学書院が既に入会（入会日は 2018年 11月 30日（金）、会費 30万円）している

との報告があった。 

 

＜意見と決定事項＞ 

 ・【決定】正会員の入会案内は前年度の 9月頃に送付。初年度（今年度）は 2-3月に送付する。 

 ・【決定】６月末までに会費支払い 

 ・【決定】賛助会員には時期の縛りは決めない。 

 ・退会した後審査に関して他言しない等、規定に盛り込む必要がある。 

 ・次年以降の会費収入額の予測が難しいので、JANPU会員校に入会の有無や時期、受審の意向を確認す

るアンケートを実施してはどうか？ 

 

１３．3月 23日(土)機構説明会の内容について     資料 8 

今後の具体的なスケジュール、会員校が評価前に準備すべきこと、評価員ご協力のお願いについて等説

明する内容を検討していると高田代表理事より説明がなされた。過去の説明会や 2018年 11月 5日(月)の

本機構設立記念講演会で説明した内容の繰り返しにならないように、より具体的な内容を説明できればと

考えている。 

 

１４．日本私立看護系大学協会の協力体制について     資料 9-1、9-2 

 高田代表理事より、日本私立看護系大学協会の大島弓子会長より書面（資料 9-1 を参照）を受け取ってい 

る。主な内容は次の３つである。 

１）「出資したこと（寄付金としてではなく）」を定款に明記してほしい。 

２）短期大学の評価について具体的に明確化してほしい。 

３）日本私立看護系大学協会から本機構の理事として加入させてほしい。 

 本機構としてどのように結論をだしまたどのように返答するか、理事会と評議員会で検討していただきた 
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い旨の説明がなされた。また、顧問税理士、弁護士、弁護士の紹介で法人設立や登記に詳しい司法書  

士 3名の専門家にも事前に意見書を頂いている（資料 9-2参照）。理事会ならびに評議員会より次の 

ような意見が出された。 

 

・3名の専門家の意見としては、財団法人設立後の寄付を「出資」として取り扱うこと、またその寄付を定  

 款に明記することは前例がなく、法人法にも定義がないため、できないものと考えられるとのこと。会計 

 上は寄付金収入として扱うしかないと思われる。 

・寄付（協賛・後援）として HP 等に掲載することは可能ではないだろうか。 

・私立大学は JANPUと日本私立看護系大学協会の 2つの組織に会費を二重で支払っているという意識がある  

 ため何らかの形を示せるといいと考えている。（大島評議員より） 

・短期大学の評価には日本私立看護系大学協会に加わっていただくのが適切とは検討している。 

・1 回の寄付に対して組織のポジションを与える（理事として就任する）というのは、他の業者からの寄付の 

 ことを考えると財団法人としては適切ではなく難しいのではないか。 

・現在の本機構の理事は基本的には評価体制を見込んで、全国の各ブロック毎に選出されているので、寄付し 

 た機関や団体から理事に選任されるのは適切ではないのではないか。 

・理事の選任方法については定款に記載はないが、規則等で今後定めていく予定である。 

・短期大学の評価に、大学（4年大学）の評価基準を適用していいのか、という問題になるのではないか。 

 （大学院の評価についても同様である） 

・短期大学を評価の対象にするのは可能ではあるが、短期大学用の評価基準の策定等もあるため、本評価の 

 同時スタートは難しいと思われる。 

・短期大学の評価をするということは短期大学も本機構の会員になることを意味するので、会員規程も変更 

 する必要がある。 

・現在の会員規程案は JANPU 会員校（4 年制大学）を念頭に作成しているため、それを変更するかどうかは慎 

 重に決めるべきと考える。 

・一般的には「大学」には短期大学も含むので、定款を含む規程の全ての箇所を修正する必要はない。 

・現段階で確約することはできないが、今後短期大学も評価の対象となり、日本私立看護系大学協会の理事 

 にも加わっていただくことになると考えている。 

・試行評価を実際にやってみないと、短期大学の評価スタートの時期は現段階では明示できない。 

・短期大学、専門職大学の先生方には委員会の委員として加わってもらえたらと期待している。 

 

＜結論＞ 

・「出資金」ではなく、「寄付金」として取り扱い、定款には記載せず、ホームページその他の報告書に 

 掲載する。 

・短期大学も評価対象として前向きに検討していく。 

・日本私立看護系大学協会から本機構の理事としてではなく、委員会の委員として参加していただく。 

 

V. 報告と庶務連絡 

１．庶務連絡（名簿一覧、JABNE理事会と評議員会のアカウント、会計の内規について、その他） 

 評議員・役員(理事・監事)の名簿やグループアドレスの利用方法について綴じたファイルの説明が事務

局よりなされた。今後は名簿なども含めて定款や本日検討した基本原則等の規程についても、確定できた

ものからファイリングしていき、本事務所で保管して評議員会ならびに理事会でも閲覧できるようにする。

従って、本ファイルを持ち帰ることも可能であることを確認した。 

 

２．その他 

 ・JABNEのロゴマーク 

  デザインが決定して現在商標登録として出願中であり、このマークは今後は認定マークとして利用 

  を予定していることが事務局より報告された。 
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■今後の理事会、総会、その他説明会の開催予定日時 

１）日本看護学教育評価機構説明会：2019年 3月 23日（土）＠一橋講堂 

２）次回理事会：2019年度第 1回理事会：5月 17日（金）13-17時予定 

３）次回評議員会：2019年度定時評議員会：6月 21日(金)14時＠JABNE事務所 

 

今後の理事会候補日をあげたが、理事会終了後の 2月 15日(金)に次の開催日と決定した。 

・第 2回理事会:9/13（金）13時～17時頃 

・第 3回理事会:12/6（金）13時～17時頃 

・第 4回理事会:3/13（金）13時～17時頃 

 

ただし、3月末の説明会の日程については、JANPUと JANPUAPN認定委員会との調整が必要となるため、 

まだ保留とする。候補日としては、3月 28日（土）、3月 29日（日）があげられ、JANPUと連続もしくは

同日になるようにすることを確認した。 

 

以上で平成 30年度第 2回理事会は 14時に終了した。  
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2018 年度 一般財団法人 日本看護学教育評価機構（JABNE）臨時評議員会議事録 

 

開催日時：2019年 2月 8日（金）10:00～12:35 

開催場所：日本看護学教育評価機構 神田事務所 

出席者（評議員会）：出席評議員数 評議員総数７名 

         出席評議員数６名 

         尚、評議員上泉和子は、青森県立保健大学学長室（青森県青森市大字浜館字間瀬 58-1）   

         からテレビ会議システムにより参加した。（敬称略） 

         出席評議員６名：南裕子、正木治恵、川本利恵子、片田範子、上泉和子、大島弓子 

         欠席評議員 1名：堀内成子（敬称略） 

議長：高田早苗（代表理事）、南裕子（評議員）（敬称略） 

JANPU/JANBE事務局：潮、川口、田中 

 

I. 開会 

評議員会は定数を満たしたので、定款第２２条の規定により、出席評議員の中から選ばれた評議員 南

裕子は議長席につき、本評議員会はテレビ会議システムを用いて開催する旨宣言し、テレビ会議シス

テムにより出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる状

態となっていることを確認した上で、本評議員会は有効に成立した旨を告げ、議案の審議に入った。 

 

II. 議長選出 

定款第２２条により、評議員会議長は南裕子、記録は JABNE事務局の潮で行われた。 

 

III. 議事録署名人 

定款第２７条により、議長である南裕子及び出席した理事１名；代表理事の高田早苗とする。 

 

IV. 議題 

２．評議員会議長の選出（評議員決議事項） 

  南裕子先生が議長に選出され、議長席についた。 

 

３．理事候補者 3名の承認（評議員会決議事項）               資料 1 

 資料 1をもとに、高田代表理事より理事候補者 3名の説明がなされた。 

石井邦子先生（千葉県立保健医療大学 教授）、小山田恭子先生（聖路加国際大学 教授）、佐々木幾美  

先生（日本赤十字看護大学 教授）の 3名が理事として承認された。 

  

４．理事 3名の紹介 

 高田代表理事より理事候補者 3名が紹介された。 
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佐々木先生は登記は戸籍上の浅倉の名前とするが、登記に関わらない理事会の際には旧姓の佐々木の名 

前で記録することとする。またここから石井理事、佐々木理事が本理事会に出席することになった。 

 

５．業務執行理事の承認(理事会決議事項) 

 井上智子理事、菱沼典子理事の 2名が承認された。 

 

６．前回理事会議事録の承認（理事会承認事項）      資料 2 

11月中に理事・監事に配信した議事録等に、マーカー箇所（定款の条項番号や出欠の訂正、てにおはの

見直し）の修正を行った旨を事務局より説明した。 

＜承認＞ 

異議なく平成 30年度第 1回理事会議事録は承認された。 

 

７．定款の重要事項の確認（組織体制、役割、役員と評議員の相互の関係性等） 

冊子：「看護学教育評価システム」 

 高田代表理事より冊子「看護学教育評価システム」をもとに、定款の主な条項（任期、権限、その他）  

 や本機構の組織について説明がなされた。また、事務局体制については、「現在は JANPU事務局全員が兼  

 任しているが、JANPU事務員(正職員 1名、パート 1名)を募集中であり、採用後は JANPUと JABNEの業 

 務を遂行しながら徐々に JABNEの専任事務員としてシフトしていければと考えている」と事務局より報 

 告があった。 

 また、理事ならびに評議員より下記のような意見が出された。 

 ＜意見＞ 

  ・第４条（事業）に（１）から（７）まであるが、どこまでが評価事業に該当するのか？ 

   ←（１）から（３）までが評価事業と言える。第４条の事業の位置付けはこれから固めていく予定  

    である。 

 

８．評価事業基本原則案と企画運営基本原則案の説明と承認    資料 3-1、3-2 

 高田代表理事より資料 3-1 と 3-2 をもとに、本機構の評価事業基本原則案について説明がなされた。初

期段階で各委員会レベルまで詳細に規則を作成してしまうと、規程内容と実際の活動とで整合性が取れな

くなる可能性があるため、評価事業と企画運営事業について基本原則案を作成している。また、本日の理

事会（評議員会）の時間制約上、説明は評価事業基本原則案のみととするが、企画運営事業については各

自必ず目を通して、訂正・加筆を含めて意見等ある場合は代表理事・事務局に連絡することとなった。 

 

 資料の修正箇所は以下の通り。 

 ＜修正箇所＞ 

  ①【変更後○】評価員 ← 【変更前×】評価実施員 

  ②【変更後○】評価員研修委員会 ← 【変更前×】評価者研修委員会（冊子「看護学教育評価シス  

                          テム」の 6ページの「評価推進委員会」） 

  ③【変更後○】評価員 ← 【変更前×】評価実施員 
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 また、理事ならびに評議員より「評価事業基本原則案」について下記のような意見が出された。 

 ＜意見と確認＞ 

  ①基本原則であるが、第 1条の書き出しが「この規則」となっているが、これで適切か？ 

   ←「この基本原則は」と修正する。 

  ②第５条（審査）と第８条（不適合）ついて 

   審査を受ける側からすると、審査結果の「不適合」という表現は吟味した方が良いのではないか？ 

  ←評価基準に示されるので、基本原則内での表現は今後もう少し検討していきたい。 

  ③第３条２（評価の実施方法）について WEB調査実施も予定していることを確認した。 

   実地調査は評価員の旅費その他の経費がかかるので、将来的には WEB調査も検討していく。 

  ④第３５条（評価チーム）について 

   実務看護職者のイメージがつかめないが、具体的にはどういうことか？ 

   ←委員会でこれから詳細を詰めていく予定。米国の CCNEでは評価チームの一員として「実務看護職 

    者」を入れるのは一般的である。現状は「実務看護職者を含むことができるものとする」として 

    おり、含まないこともできる。詳細は決めていないが、将来的には実務看護職者が評価チームと 

    して加わるようにしていきたい。 

  ⑤評価事業基本原則案では評価が学部対象であるように読み取れるが、将来を見据えて大学院や短期 

   大学（日本私立看護系大学協会からの要望）も記載した方がいいのではないか。 

   ←今後検討していくこととなった。 

 

 ＜結論と承認＞ 

  上記の修正箇所と意見に対する代表理事ならびに各委員長からの説明を含めて、２つの基本原則案は理事会 

  で承認された。 

 

 

９．各委員会委員長の承認（理事会承認事項）      資料 4 

 資料 4に基づいて、次の 7つの委員会メンバーを確認して、各委員会の委員長の承認がなされた。 

 （敬称略） 

 １）総合評価部会(下部の各委員会の委員長と副委員長で構成される) 

  ①評価委員会 

   ●委員長：井上智子理事 

    委員：武田利明理事、尾形由起子理事、三浦友理子（聖路加国際大学）、 

       内山孝子（日本赤十字看護大学） 

  ②評価基準検討委員会 

   ●委員長：菱沼典子理事 

    委員：秋元典子理事、岸田佐智理事、太田喜久子（日本赤十字看護大学）、石橋みゆき（千葉大学） 

  ③評価員研修委員会 

   ●委員長：北川眞理子理事、 

    委員：原祥子理事 

  ④異議審査委員会 

   ●委員長：大日向輝美理事 

 

 ２）企画運営部会(下部の各委員会の委員長と副委員長で構成される) 

  ①総務・渉外委員会 
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   ●委員長：小山田恭子理事 

    委員：岡谷恵子（JANPU常任理事）、 

  ②財務委員会 

   ●委員長：石井邦子理事 

  ③広報委員会 

   ●委員長：佐々木幾美理事 

    委員：中山栄純（北里大学） 

 

１０．今後のスケジュールと検討事項の確認                          資料 5-1～5-4 

高田代表理事より資料 5-1について、2019年 2月（本日）から 2020年度末（2021年 3月）までの評議 

員会、理事会、各委員会単位の業務内容とスケジュールについて示していると報告がなされた。また、資

料 5-2には評価員研修の進め方、試行評価と本評価の進め方と流れについて詳細に説明された。 

 ＜財務理事からの依頼＞ 

  各委員会の 2019年度予算案（その裏づけとなる活動内容も）を 3月中旬までに提出することとなった。 

 

１１．定時評議員会の開催時期について      資料 6 

１）資料の訂正：資料 6「事業年度終了後 3カ月以内（4月～7月）」→【正】4月～6月 

２）2019年 6月 21日(金)14時～で決定した。 

  今後は基本的に 6月の第 3金曜日とすると評議員会で決定した。 

 

 

１２．入会と会費納入のプロセス、賛助会員の報告（理事会報告事項）  資料 7-1～7-4 

 冊子「看護学教育評価システム」28～30ページならびに資料 7-1～7-4をもとに、現状の会員規程案に

ついて説明がなされ、近々に JANPU会員校に対して入会の案内、会費納入時期などについて具体的にどの

ようにすべきか理事会から意見を募った。 

 また、賛助会員として医学書院が既に入会（入会日は 2018年 11月 30日、会費 30万円）しているとの

報告があった。 

 

＜意見と決定事項＞ 

 ・【決定】正会員の入会案内は前年度の 9月頃に送付。初年度（今年度）は 2-3月に送付する。 

 ・【決定】６月末までに会費支払い 

 ・【決定】賛助会員には時期の縛りは決めない。 

 ・退会した後審査に関して他言しない等、規定に盛り込む必要がある。 

 ・次年以降の会費収入額の予測が難しいので、JANPU会員校に入会の有無や時期、受審の意向を確認す

るアンケートを実施してはどうか？ 

 

１３．3月 23日(土)機構説明会の内容について（理事会報告事項）    資料 8 

今後の具体的なスケジュール、会員校が評価前に準備すべきこと、評価員ご協力のお願いについて等説

明する内容を検討していると高田代表理事より説明がなされた。過去の説明会や 2018年 11月 5日(月)の

本機構設立記念講演会で説明した内容の繰り返しにならないように、より具体的な内容を説明できればと

考えている。 
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１４．日本私立看護系大学協会の協力体制について     資料 9-1、9-2 

 高田代表理事より、日本私立看護系大学協会の大島弓子会長より書面（資料 9-1 を参照）を受け取ってい 

る。主な内容は次の３つである。 

１）「出資したこと（寄付金としてではなく）」を定款に明記してほしい。 

２）短期大学の評価について具体的に明確化してほしい。 

３）日本私立看護系大学協会から本機構の理事として加入させてほしい。 

 本機構としてどのように結論をだしまたどのように返答するか、理事会と評議員会で検討していただきた 

い旨の説明がなされた。また、顧問税理士、弁護士、弁護士の紹介で法人設立や登記に詳しい司法書士 3名の

専門家にも事前に意見書を頂いている（資料 9-2 参照）。理事会ならびに評議員会より次のような意見が出さ

れた。 

 

・3名の専門家の意見としては、財団法人設立後の寄付を「出資」として取り扱うこと、またその寄付を定  

 款に明記することは前例がなく、法人法にも定義がないため、できないものと考えられるとのこと。会計 

 上は寄付金収入として扱うしかないと思われる。 

・寄付（協賛・後援）として HP 等に掲載することは可能ではないだろうか。 

・私立大学は JANPUと日本私立看護系大学協会の 2つの組織に会費を二重で支払っているという意識がある  

 ため何らかの形を示せるといいと考えている。（大島評議員より） 

・短期大学の評価には日本私立看護系大学協会に加わっていただくのが適切とは検討している。 

・1 回の寄付に対して組織のポジションを与える（理事として就任する）というのは、他の業者からの寄付の 

 ことを考えると財団法人としては適切ではなく難しいのではないか。 

・現在の本機構の理事は基本的には評価体制を見込んで、全国の各ブロック毎に選出されているので、寄付し 

 た機関や団体から理事に選任されるのは適切ではないのではないか。 

・理事の選任方法については定款に記載はないが、規則等で今後定めていく予定である。 

・短期大学の評価に、大学（4年大学）の評価基準を適用していいのか、という問題になるのではないか。 

 （大学院の評価についても同様である） 

・短期大学を評価の対象にするのは可能ではあるが、短期大学用の評価基準の策定等もあるため、本評価の 

 同時スタートは難しいと思われる。 

・短期大学の評価をするということは短期大学も本機構の会員になることを意味するので、会員規程も変更 

 する必要がある。 

・現在の会員規程案は JANPU 会員校（4 年制大学）を念頭に作成しているため、それを変更するかどうかは慎 

 重に決めるべきと考える。 

・一般的には「大学」には短期大学も含むので、定款を含む規程の全ての箇所を修正する必要はない。 

・現段階で確約することはできないが、今後短期大学も評価の対象となり、日本私立看護系大学協会の理事 

 にも加わっていただくことになると考えている。 

・試行評価を実際にやってみないと、短期大学の評価スタートの時期は現段階では明示できない。 

・短期大学、専門職大学の先生方には、委員会の委員として加わってもらえたらと期待している。 

 

＜結論＞ 

・「出資金」ではなく、「寄付金」として取り扱い、定款には記載せず、ホームページその他の報告書に 

 掲載する。 

・短期大学も評価対象として前向きに検討していく。 

・日本私立看護系大学協会から本機構の理事としてではなく、委員会の委員として参加していただく。 

 

１５．その他 

 

V. 報告と庶務連絡 

１．庶務連絡（名簿一覧、JABNE理事会と評議員会のアカウント、会計の内規について、その他） 
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 評議員・役員(理事・監事)の名簿やグループアドレスの利用方法について綴じたファイルの説明が事務

局よりなされた。今後は名簿なども含めて定款や本日検討した基本原則等の規程についても、確定できた

ものからファイリングしていき、本事務所で保管して評議員会ならびに理事会でも閲覧できるようにする。

従って、本ファイルを持ち帰ることも可能であることを確認した。 

 

２．その他 

 ・JABNEのロゴマーク 

  デザインが決定して現在商標登録として出願中であり、このマークは今後は認定マークとして利用 

  を予定していることが事務局より報告された。 

 

■今後の理事会、総会、その他説明会の開催予定日時 

１）日本看護学教育評価機構説明会：2019年 3月 23日（土）＠一橋講堂 

２）次回理事会：2019年度第 1回理事会：5月 17日（金）13-17時予定 

３）次回評議員会：2019年度定時評議員会：6月 21日(金)14時＠JABNE事務所 

 

今後の理事会候補日をあげたが、理事会終了後の 2月 15日(金)に次の開催日と決定した。 

・第 2回理事会:9/13（金）13時～17時頃 

・第 3回理事会:12/6（金）13時～17時頃 

・第 4回理事会:3/13（金）13時～17時頃 

 

ただし、3月末の説明会の日程については、JANPUと JANPUAPN認定委員会との調整が必要となるため、 

まだ保留とする。候補日としては、3/28（土）、3/29（日）があげられ、JANPUと連続もしくは同日になる

ようにすることを確認した。 

 

以上で平成 30年度臨時評議員会が 12時 35分に終了した。  
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「評価委員会」 

 

 

１．構成員 

１）委員 

委 員 長：井上智子（国立看護大学校） 

副委員長：武田利明（岩手県立大学） 

委  員： 尾形由起子（福岡県立大学）、三浦友理子（聖路加国際大学）、内山孝子（帝京平成大学） 

 

２．趣旨 

分野別評価事業およびその付帯業務に関する具体的な事項を決定し、評価実施員を選任し、評価

チームを編成して分野別評価を実施し、評価報告書を作成する。 

 

３．活動経過 

 平成 31年 3月 23日（土）に第 1回評価委員会を開催し、次年度に向けた活動内容の確認、並びに活

動計画等を討議した。 

（議事次第） 

1．委員長挨拶、委員等紹介 

2．評価委員会の位置づけ等の確認 

  ・評価事業を進めるに際しての検討・確認事項 

  ・各委員会活動と今後のスケジュール（案） 

  ・第 2回理事会・評議員会議事録（案）取扱注意 

3．評価委員会の役割・機能とやるべきこと 

 役割・機能： 

  ・評価事業基本原則（案）確認 

  ・2019年度事業活動計画書 

 やるべきこと： 

  ・評価実施要項の作成（最優先） 

  ・評価手続き等に関する事項案決定 

  ・評価員の選任と評価チーム編成 

  ・評価結果報告書様式の作成 

4．2019年度活動計画について 

・2019年度事業活動計画書に基づき、まずは当初計画通り 2019年 6月末までに評価実施要項（案）

を完成させることを最優先とする。 

・平行して試行事業受審校の決定についても、理事会、事務局と連携を取りながら進める。 

・評価委員候補者への研修会では上記「評価実施要項」を用いるので、研修会には評価委員会から

委員派遣の必要があることを確認した。 

5．今後の進め方 

  ・評価実施要項作成にあたっては、武田副委員長、三浦委員、内山委員が中心となり原案を作成し
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ていく。 

・４～６月に委員会を随時開催していく。  

 

４．今後の課題 

 ・評価委員の増員 

 ・評価実施要項の書式、印刷、配布・販売方法等を詰める。 

 ・試行事業に向けた具体的スケジュールの作成等 

 

５．資料 

   なし 
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「評価基準検討委員会」 

 

１．構成員 

１）委員 

委 員 長：菱沼典子（三重県立看護大学） 

副委員長：秋元典子（甲南女子大学） 

委  員：岸田佐智（徳島大学）、小山田恭子（聖路加国際大学）、 

太田喜久子（日本赤十字看護大学）、石橋みゆき（千葉大学） 

 

２．趣旨 

分野別評価事業およびその付帯業務を遂行するための評価基準、評価実施要綱、評価手続等の原

案を作成し、総合評価部会に答申する。 

 

３．活動経過 

 日本看護学教育評価機構（仮）設立準備委員会より引き継いだ評価基準案を原案として、評価基

準案の作成に取り組んだ。 

 評価基準、評価項目、評価の観点を見直し、2019年度の活動計画につなげた。 

 

会議開催 1月 12日（土）9:00～11:15 於 JABNE神田事務所 

      3月 23日（土）11:00～14:00 於学術総合センター内会議室 

 

４．今後の課題 

   2020 年度に試行する評価に備え、2019 年 5 月末までに評価基準を整えることが、当面の課題で

ある。 

 

５．資料 

   なし 
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「評価員研修委員会」 

 

 

１．構成員 

１）委員 

委 員 長：北川眞理子（金城学院大学） 

委  員：原祥子（島根大学）、大日向輝美（札幌医科大学） 

 

２．趣旨 

評価員の育成を目的とした研修を企画し、実施する。 

 

３．活動経過 

評価員研修は、基礎研修と審査前研修の２本立てとする。 

［基礎研修について］ 

研修内容として基礎研修では、機関別評価と分野別評価についてその目的を理解し、評価基準等

について基礎的理解を得るものとする。研修会は、半日程度とし、基本的にはブロック別に開催

し、時期的には９月から 10月頃を予定する。 

この基礎研修会に参加した評価員候補者は、研修終了後に評価員登録を行う。 

［審査前研修について］ 

   登録された者が、評価員として分野別評価に携わる前に受ける実践的研修とする。研修会は、半

日程度とし、東京での開催を予定し、時期的には３月から４月頃を予定する。 

［評価員となる候補者の推薦方法を検討］ 

  学部長、教育責任者に対して、機関別評価員経験者、学科長、教務委員長経験者等、看護学教育の

全体がわかる人等の推薦を得る方向で検討した。 

 

４．今後の課題 

  1.評価員候補者の推薦から評価員登録に至るプロセスのシステム化を図る。 

  2.２つの評価員研修の運営に関する検討と研修を実施する。 

3.分野別評価を適切に実施できる質的にも高い評価員の効果的な研修プログラムの検討と、リソー 

スを作成する。 

  4.研修会実施後の評価を行う。 

 

５．資料 

  なし 
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「総務・渉外委員会」 

 

 

１．構成員 

１）委員 

委 員 長：小山田恭子（聖路加国際大学） 

委  員：岡谷恵子（JANPU 常任理事） 

 

２．趣旨 

機構の運営管理に関する総務および外部の関係諸機関・団体等との折衝や連携・協働のあり方を

検討し、実施する。 

 

３．活動経過 

・日本看護学教育評価機構（仮）設立準備委員会が検討を行ってきた諸規程・規則の整備を進め、理事

会に原案を提出した。 

・2019 年 3 月 14 日、寄付依頼のため、高田代表理事、小山田総務・渉外担当理事、岡谷総務・渉外委

員会委員 3名で日本看護協会を訪問した。福井会長、勝又専務理事、川本常任理事が対応。看護学分野

別評価の意義については賛同を得たが、寄付については検討するとの回答であった。 

 

４．今後の課題 

・評価試行事業の具体化に伴い、「評価事業基本原則」等一部の規定の見直しや「看護学教育評価実施規

則」「個人情報保護規則」「倫理規定」等を作成する必要があるため、迅速に対応していく。 

・認証マークの決定や規則等の整備を行い、評価結果が社会に適正かつ効果的に伝わるよう、関係機関

からの情報収集や調整を行っていく。 

・寄付依頼先を引き続き検討していく。 

 

５．資料 

   なし 
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「財務委員会」 

 

 

１．構成員 

１）委員 

委 員 長：石井邦子（千葉県立保健医療大学） 

 

２．趣旨 

分野別評価事業の収支管理や必要な資金の調達と運用、この法人の資産、負債、損益等の管理 を

行う。 

 

３．活動経過 

１）2018年度の収支管理及び収支決算書の作成 

２）機構の資産、負債、損益等の管理 

３）機構の事業遂行のために必要な資金の調達 

・賛助会員に関する取り決めや募集方法について検討した。 

４）2019年度予算案の作成 

 

４．今後の課題 

・入会状況や評価申込状況を把握し、安定的な財源確保と適切かつ効率的な資産運用を確立する。 

・機構の事業に賛同する賛助会員等からの資金調達を得る。 

 

５．資料 

   なし 
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「広報委員会」 

 

 

１．構成員 

１）委員 

委 員 長：佐々木幾美（日本赤十字看護大学） 

委  員：中山栄純（北里大学） 

 

２．趣旨 

機構の広報活動に関する諸事項を担当し、分野別評価事業の推進・拡大をはかる。 

 

３．活動経過 

１）HP簡易版立ち上げ 

 

２）ロゴマークデザインと商標登録 

 

３）11/5設立講演会のパンフレット作成、WEB視聴公開 

 

４）試行事業の HPによる募集準備 

 

４．今後の課題 

機構の事業活動の広報として、ホームページのリニューアルおよび維持管理をしていく。また、パン

フレットを印刷し、会員募集を図る。 

試行評価事業に関連して、評価員研修や試行評価受審に関する広報活動を進める。 

Web調査のための評価システム（デモ版）構築のための情報取集をする。 

進学情報等の関連企業から情報収集をし、会員校・受審校を増やすための広報活動を進める。 

 

５．資料 

   なし 
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一般財団法人日本看護学教育評価機構  

評価事業基本原則 

 

目次 

第１章 総則 

第２章 総合評価部会 

第３章 評価委員会 

第４章 評価員 

第５章 評価基準検討委員会 

第６章 評価員研修委員会 

第７章 異議審査委員会 

第８章 その他 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この基本原則は、一般財団法人日本看護学教育評価機構（以下、「機構」という）におけ

る評価事業に関し必要な事項を定める。 

 

（評価事業） 

第２条 評価事業は、理事会で決議された事業計画に基づき、第２章で定める総合評価部会および

その下部組織がこれを行う。 

 ２  総合評価部会の下部組織は、評価委員会、評価基準検討委員会、評価員研修委員会および

異議審査委員会で構成される。 

 

（評価の実施方法） 

第３条 評価事業である看護学教育プログラムの評価は、機構が定める「大学における看護学教育

課程の評価基準」に基づき公正かつ適正に実施する。 

 ２  評価は、機構の定める評価基準に沿って受審校が作成した自己点検・評価報告書、その他

の調書類の書面評価および訪問調査またはＷｅｂ調査によって行う。 

  

（評価手続き） 

第４条 受審しようとする看護系の大学（以下、「大学」という。）は、指定の期日までに、評価申

請書を代表理事宛に提出するとともに、所定の自己点検・評価報告書およびその他の書類を機

構宛に提出しなければならない。 

２  機構は、前項に定める書類の他、評価に必要な資料の追加提出を求めることができる。 

 

（審査） 

第５条 審査結果は「適合」、「保留」、「不適合」で示す。 

 ２  各判定は、別に定める評価基準に従って行う。  

 

（適合） 

第６条 機構は、「適合」の判定を受けた大学を認定する。 
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２  「適合」の認定期間は７年間とし、その始期は審査を行った理事会開催日の翌月の１日か

らとする。 

 

（保留） 

第７条 「保留」は、評価領域全般にわたって概ね評価基準に適合しているものの、改善すべき点

が多いと判断した場合に判定する。 

２  「保留」の期間は３年間とし、その始期は審査を行った理事会開催日の翌月の１日からと

する。 

３  「保留」の判定を受けた大学は、評価結果受領から２年以内に改善報告書を提出し、再評

価を受けるものとする。 

 

（不適合） 

第８条 「不適合」は、評価領域全般にわたって評価基準に適合していないと判断した場合に判定

する。 

 

（評価結果の公表） 

第９条 代表理事は、評価の結果について総合評価部会の決定を得た後、速やかにその結果を当該

大学に通知しなければならない。 

 ２  前項の評価結果を機構のホームページ等で公表する。 

 

（守秘義務） 

第１０条 機構ならびに評価事業に関わる者は、評価事業の遂行により取得した大学およびその関

係者に関する秘密の情報について守秘義務を負う。ただし、総合評価部会が評価事業の実施・

公表のために必要と認めた場合を除く。 

 

 

第２章 総合評価部会 

（目的） 

第１１条 評価事業に関する専門部会として、総合評価部会を置く。 

     

（権限） 

第１２条 総合評価部会は、以下の業務を行う。 

（1） 評価結果報告書の確定。 

（2） 認定の判定および理事会への報告。 

（3） 評価基準や評価実施要項の策定・改訂等評価事業およびその他関連事業の基本事項の

作成。 

（4） 評価委員会、評価基準検討委員会、評価員研修委員会、異議審査委員会の各委員の選

任。 

（5） 評価結果報告書に対する大学からの異議の採否の決定、および必要があるときは評価

結果報告書の修正。 

（6） 評価事業基本原則の改正案の作成。 

（7） その他、理事会から指示された事項。 

 

（総合評価部会長の選任） 

第１３条 総合評価部会長は、理事長が推薦し理事会において選任する。 
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  ２  総合評価部会長は、総合評価部会の代表として部会を統括する。 

  ３  総合評価部会長は、委員の中から副部会長を指名し、部会長を補佐させるものとする。 

 

（構成） 

第１４条 総合評価部会は、総合評価部会の下部委員会の委員長および副委員長をもって構成する。 

 

（任期） 

第１５条 総合評価部会の委員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 

  ２  総合評価部会の委員が任期途中で退任したとき、欠員を補うために選任された委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 

（総合評価部会の開催） 

第１６条 総合評価部会は、原則として毎年２回定時に開催する。 

  ２  臨時総合評価部会は、次の各号に掲げる事由の一つに該当する場合に開催する。 

（1） 異議審査委員会から異議審査報告書が提出されたとき。 

（2） 理事長または総合評価部会長が必要と認めたとき。 

（3） 総合評価部会の委員から、会議の目的である事項を記載した書面をもって開催の請求

があったとき。 

   

（招集） 

第１７条 総合評価部会は、総合評価部会長が招集する。 

  ２  総合評価部会の議長は、総合評価部会長が務める。 

 

（定足数） 

第１８条 総合評価部会は、総合評価部会の委員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決する

ことができない。 

 

（議決） 

第１９条 総合評価部会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席した総合評価部会委員の過

半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

  ２  総合評価部会委員は、その所属もしくは利害関係を有する大学に関する議事に参加でき

ない。 

 

（書面票決） 

第２０条 やむを得ない理由のため総合評価部会に出席できない委員は、あらかじめ通知された議

題事項について書面をもって票決することができる。 

  ２  前項の場合における前２条の規定の適用については、当該総合評価部会委員は出席した

ものとみなす。 

 

（議事録） 

第２１条 総合評価部会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
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第３章 評価委員会 

（目的） 

第２２条 評価事業およびその付帯業務に関する具体的な事項を決定し、評価を実施して評価結果

報告書の委員会案の作成を行う委員会として、総合評価部会の下に評価委員会を置く。 

 

（権限） 

第２３条 評価委員会は、以下の業務を行う。 

（1） 評価結果報告書の委員会案を作成し、総合評価部会に提出する。 

（2） 評価実施要項の原案または改正案を作成する。 

（3） 評価手続き等に関する具体的な事項案を作成する。 

（4） 評価員を選任し、または解任する。 

（5） 評価を実施する大学ごとに評価チームを編成する。 

（6） 評価事業およびその付帯業務について、評価基準検討委員会、評価員研修委員会およ

び異議審査委員会の担当でない事項を処理する。 

２   評価委員会は、前項各号の事業の遂行に必要な事項を審議し、また、評価事業に関し

理事会の諮問に応じ、理事会に答申する。 

 

（委員会の構成） 

第２４条 評価委員会は、看護学教育の質保証および分野別評価の専門的知識を有する大学の教員

または学識経験者で構成することを原則とする。 

  ２  評価委員会は、１５名程度の評価委員を持って構成する。 

      

 

（委員の選任） 

第２５条 評価委員会の委員は、総合評価部会において選任する。 

（委員長） 

第２６条 評価委員会に委員長を置く。委員長は理事長が推薦し理事会において選任する。 

  ２  委員長は、委員の中から副委員長を指名し、委員長を補佐させるものとする。 

 

（任期） 

第２７条 評価委員会委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２  評価委員会委員が任期途中で退任した場合、欠員を補うため再任された委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の開催・招集） 

第２８条 評価委員会は、隔月開催を原則として、必要に応じて開催することとし、委員長が招集す

る。 

     

（議長） 

第２９条 評価委員会の議長は、委員長が務める。委員長が欠けるときは、副委員長がこれにあた

る。  

 

（議決） 

第３０条 評価委員会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席した委員の過半数をもって決

し、可否同数のときは議長の決するところとする。 
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  ２  評価委員会委員は、その所属もしくは利害関係を有する大学に関する議事に参加できな

い。 

 

（議事録） 

第３１条 評価委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

 

第４章 評価員 

（目的） 

第３２条 評価員は、大学の自己点検・評価報告書、その他の資料を調査し、訪問調査を行い、当

該大学の評価結果報告書の原案作成等の職務を行う。  

 

（評価員の選任） 

第３３条 評価員は、評価委員会委員長が推薦し評価委員会において選任するものとし、総合評価

部会および評価委員会の委員との兼務を妨げない。 

 

（評価員の名簿） 

第３４条 評価委員会委員長は、評価員の氏名、所属、連絡先を記載した評価員名簿を作成する。 

 

（評価チーム） 

第３５条 評価チームは、評価を実施する大学ごとに評価委員会が編成することとし、原則として

１チーム３名の評価員から成るものとする。なお、評価員の構成については、原則として大

学の教育研究活動に見識を有する者とし、実務看護職者を含むことができるものとする。 

  ２  評価対象の大学との間で利害関係を有する者は、当該大学の評価チームの評価員となる

ことはできない。 

 

（権限） 

第３６条 評価員は、評価チームの一員として、評価を実施する大学について、第３２条に規定す

る職務を行う。 

 

（主査・副査） 

第３７条 評価チーム３名のうち、主査１名、副査１名を評価委員会において決定する。 

  ２  主査は、評価チームを統率するとともに、評価結果報告書原案を取りまとめる。 

  ３  副査は、主査を補佐し、主査に事故あるときは、これに代わって主査の職務を行う。 

 

（研修） 

第３８条 評価員は、原則として、機構が行う評価員研修等に参加しなければならない。 

 

（任期・辞任・解任） 

第３９条 評価員の任期は、２年とする。ただし再任を妨げない。 

  ２  評価員がこれを辞する場合には、評価委員会委員長宛に文書で理由を付して届け出るも

のとする。 

  ３  評価委員会は、評価員が、心身の故障等により十分な評価活動ができないと認める場合、

および評価員として品位を欠く行為があると認める場合には、これを解任できる。 
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第５章 評価基準検討委員会 

（目的） 

第４０条 評価事業及びその付帯業務を遂行するための評価基準、評価指標等の原案または改正案

を作成し、総合評価部会に答申する委員会として総合評価部会の下に評価基準検討委員会を

置く。 

 

（権限） 

第４１条 評価基準検討委員会は、以下の業務を行う。 

（１） 評価基準の原案または改正案を作成する。 

（２） 評価指標の原案または改正案を作成する。 

（３） 評価手続き等に関する具体的な事項案を作成する。 

２  評価基準検討委員会は、前項各号の事業の遂行に必要な事項を審議し、また、評価基準

や評価指標に関し理事会からの諮問に応じ、理事会に答申する。 

 

（委員会の構成） 

第４２条 評価基準検討委員会は、看護学教育の分野別質保証の専門的知識を有する大学の教員ま

たは学識経験者で構成することを原則とする。 

  ２  評価基準検討委員会は、１０名程度の委員をもって構成する。 

 

（委員の選任） 

第４３条 評価基準検討委員会委員は、総合評価部会において選任する。 

 

（委員長） 

第４４条 評価基準検討委員会に委員長を置き、理事長が推薦し理事会において選任する。 

  ２  評価基準検討委員会委員長は、委員の中から副委員長を指名し、委員長を補佐させるも

のとする。 

 

（任期） 

第４５条 評価基準検討委員会委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２  評価基準検討委員会委員が任期途中で退任した場合、欠員を補うために選任された委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の開催） 

第４６条 評価基準検討委員会は、原則として年２回程度開催するものとし、委員長が招集する。 

 

（議長） 

第４７条 評価基準検討委員会の議長は、委員長が務めるものとする。委員長が欠ける時は、副委

員長がこれに当たる。 

 

（議決） 

第４８条 評価基準検討委員会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席した委員の過半数を

もって決定し、可否同数の場合は議長の決するところとする。 

 

（議事録） 

第４９条 評価基準検討委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
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第６章 評価員研修委員会 

（目的） 

第５０条 評価事業を公正かつ適切に実施するために、評価員の評価者としての資質と能力開発を

目的とする研修を企画し、運営するため、総合評価部会の下に評価員研修委員会を置く。 

 

（権限） 

第５１条 評価員研修委員会は、以下の業務を行う。 

（１） 評価員の研修プログラムの作成・改訂 

（２） 評価員の研修の年間計画の立案と実施 

（３） その他、評価員の資質・能力開発に係る事項 

 

（委員会の構成） 

第５２条 評価員研修委員会は、看護学教育の質保証に関する専門的知識を有し、または大学評価

等の経験のある大学の教員または学識経験者で構成することを原則とする。 

  ２  評価員研修委員会は、１０名程度の委員をもって構成する。 

 

（委員の選任） 

第５３条 評価員研修委員会の委員は、総合評価部会において選任する。 

 

（委員長） 

第５４条 評価員研修委員会に委員長を置く。委員長は理事長が推薦し理事会において選任する。 

  ２  評価員研修委員会の委員長は、委員の中から副委員長を指名し、委員長を補佐させるも

のとする。 

 

（任期） 

第５５条 評価員研修委員会委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２  評価員研修委員会委員が任期途中で退任した場合、欠員を補うために選任された委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の開催・招集） 

第５６条 評価員研修委員会は、分野別評価の実施計画に合わせて、原則として年４回程度開催す

るものとし、委員長が招集する。 

 

（議長） 

第５７条 評価員研修委員会の議長は、委員長が務める。 

 

（議決） 

第５８条 評価員研修委員会の議事は、別段の定めがある場合を除き、出席した委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは議長の決するところとする。 

（議事録） 

第５９条 評価員研修委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 
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第７章 異議審査委員会 

（目的） 

第６０条 評価結果報告書に対する大学からの異議を審査するため、総合評価部会の下に異議審査

委員会を置く。 

 

（権限） 

第６１条 異議審査委員会は、評価委員会が作成した評価結果報告書に対する大学から出された異

議について、それが正当な理由があるものか否かを審査し、審査結果を総合評価部会に報告

する。 

  ２  異議審査委員会は、前項の事業のほか、異議審査に関し理事会からの諮問に応じ、理事

会に答申する。 

 

（委員会の構成） 

第６２条 異議審査委員会は、看護学教育の質保証の専門的知識を有する大学の教員または学識経

験者で構成することを原則とする。 

  ２  異議審査委員会は、原則として５名程度の委員をもって構成する。 

 

（委員長） 

第６３条 異議審査委員会に委員長を置く。委員長は理事長が推薦し理事会において選任する。 

  ２  異議審査委員会の委員長は、委員の中から副委員長を指名し、委員長を補佐させるもの

とする。 

 

（委員の選任） 

第６４条 異議審査委員会委員は、総合評価部会において異議審査予備委員の中から選任する。 

  ２  総合評価部会は、評価委員会、評価基準検討委員会、評価員研修委員会の委員の中から、

予め１０名程度の異議審査予備委員を選任する。 

  ３  異議審査の対象となる大学に所属もしくは利害関係を有する者は、当該大学の異議審査

に加わることはできない。 

  ４  異議審査委員会委員長は、必要に応じて異議審査予備委員の中から指名した者を異議審

査委員とすることができる。 

（委員会の開催） 

第６５条 評価結果報告書に対し、評価を受けた大学から異議申立があったとき、出された異議は、

異議審査委員会に付託され、異議審査委員会が開催される。 

 

（招集） 

第６６条 異議審査委員会は、委員長が招集する。 

 

（議長） 

第６７条 異議審査委員会の議長は、委員長が務める。 

 

（議決） 

第６８条 異議審査委員会の議事は、原則として当該委員会に出席し議事に参加した異議審査委員

会委員全員の一致による。ただし、意見の一致をみるのが困難であると議長が判断した場合

は、多数決によることができる。 
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（秘密会） 

第６９条 異議審査委員会の議事については、原則として秘密とする。ただし、議事要旨を作成す

る。 

 

（異議審査報告書の作成） 

第７０条 異議審査委員会委員長は、審査の結果について異議審査報告書を作成し、総合評価部会

に提出する。 

  

 

第８章 その他 

（評価手数料） 

第７１条 看護学教育プログラムの評価申請をした大学は、別に定める評価手数料を納入しなけれ

ばならない。 

 

（評価に関する諸規則） 

第７２条 この評価事業基本原則に定めるもののほか、評価事業に関し必要な事項は、総合評価部

会において別途定める。 

 

（改正） 

第７３条 この評価事業基本原則の改正は、総合評価部会の発議に基づき理事会において行う。 

附則 

１．本基本原則は、２０１９年２月８日に制定し、同日より施行する。 
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一般財団法人日本看護学教育評価機構 

企画運営基本原則 

 

 

目 次 

第１章 総則 

第２章 企画運営部会 

第３章 総務・渉外委員会 

第４章 財務委員会 

第５章 広報委員会 

第６章 その他 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条  この基本原則は、一般財団法人日本看護学教育評価機構（以下、「機構」という。）におけ

る企画運営事業に関し必要な事項を定める。 

 

（企画運営事業） 

第２条 企画運営事業は、理事会で決議された事業計画に基づき、企画運営部会及びその下部組織

がこれを行う。 

 ２  企画運営部会の下部組織は、総務・渉外委員会、財務委員会および広報委員会で構成され

る 

 

 

第２章 企画運営部会 

（目的） 

第３条 機構運営を総括し、運営に関する諸事項を担当する部会として企画運営部会を置く。 

 

（権限） 

第４条 企画運営部会は、以下の業務を行う。 

（１） 機構運営の企画・立案に関すること 

（２） 外部関係機関との折衝および連携・協力に関すること 

（３） 会員の入会、退会、除名に関すること 

（４） 財務に関すること 

（５） 広報に関すること 

（６） 総務・渉外委員会、広報委員会の各委員の選任 

（７） 企画運営基本原則の改正案の作成 

（８） その他、理事会から指示された事項 

 

（構成） 

第５条 企画運営部会は、理事長、業務執行理事、企画運営部会の下部委員会の委員長および事務

局長をもって構成する。 
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（企画運営部会長） 

第６条 企画運営部会長は理事長とする。 

 

（任期） 

第７条 企画運営部会の委員の任期は２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

 ２  企画運営部会の委員が、任期途中で退任したとき、欠員を補うために選任された委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 

（企画運営部会の開催） 

第８条 企画運営部会は、隔月開催を原則として、必要に応じて開催するものとする。 

 

（招集） 

第９条 企画運営部会は、企画運営部会長が招集する。 

 ２  企画運営部会の議長は、企画運営部会長が務める。 

 

 

第３章 総務・渉外委員会 

（目的） 

第１０条 機構の運営管理に関する総務及び外部の関係諸機関・団体との折衝や連携・協働業務を

実施する委員会として、企画運営部会の下に総務・渉外委員会を置く。 

 

（権限） 

第１１条 総務・渉外委員会は、以下の業務を行う。 

（１） 機構の運営管理に関する総務 

（２） 外部の関係諸機関・団体との折衝や連携・協働 

（３） その他 

 

（委員会の構成） 

第１２条 総務・渉外委員会は、担当理事とその他に２－３名の委員会から構成する。 

 

（委員長） 

第１３条 総務・渉外委員会に委員長を置く。委員長は理事長が推薦し理事会において選任する。 

 

（委員の選任） 

第１４条 総務・渉外委員会の委員は、総務・渉外委員会委員長が推薦し企画運営部会において選

任する。 

 

（任期） 

第１５条 総務・渉外委員会委員長及び委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

 

（委員会の開催） 

第１６条 総務・渉外委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。 

 

（議長） 

第１７条 総務・渉外委員会の議長は、委員長が務めるものとする。 



 

44 

 

 

（議事録） 

第１８条 総務・渉外委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

 

第４章 財務委員会 

（目的） 

第１９条 分野別評価事業の収支管理や必要な資金の調達と運用、機構の資産、負債、損益等の管

理を行う委員会として、企画運営部会の下に財務委員会を置く。 

 

（権限） 

第２０条 財務委員会は、以下の業務を行う。 

  （１）当該年度の予算立て 

  （２）当該年度の収支管理 

  （３）必要な資金の調達と運用 

  （４）機構の資産、負債、損益等の管理 

  （５）監事への報告 

  （６）その他 

 

（委員会の構成） 

第２１条 財務委員会は、財務委員長と２－３名の委員、および事務局長で構成する。 

 

（委員長） 

第２２条 財務委員会に委員長を置く。委員長は理事長が推薦し理事会において選任する。 

   

（委員の選任） 

第２３条 財務委員会の委員は、財務委員会委員長が推薦し理事会において選任する。 

 

（任期） 

第２４条 財務委員会委員長及び委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

  ２  財務委員会委員が任期途中で退任した場合、欠員を補うために選任された委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の開催） 

第２５条 財務委員会は、原則年２回程度開催するものとし、委員長が招集する。 

 

（議長） 

第２６条 財務委員会の議長は、委員長が務めるものとする。 

 

（議事録） 

第２７条 財務委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

 

第５章 広報委員会 

（目的） 
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第２８条 機構の広報活動に関する諸事項を担当し、会員ならびに社会に向けて広報することで、

分野別評価事業の推進・拡大をはかる委員会として、企画運営部会の下に広報委員会を置

く。 

 

（権限） 

第２９条 広報委員会は、以下の業務を行う。 

  （１）機構のホームページの運営方針を審議し理事会へ報告する 

  （２）機構のホームページの維持管理を行う。 

  （３）機構の事業活動など、会員ならびに広く社会に広報するために、適切な手段を審議し、

その媒体作成を推進する。 

  （４）その他広報に関する諸活動 

 

（委員会の構成） 

第３０条 広報委員会は、機構の組織構成、目的、評価基準、評価方法を理解した上で、広報の知

識を有する看護学部等の教員と事務職員で構成する。 

  ２  広報委員会は、５名程度の委員をもって構成する。 

 

（委員長） 

第３１条 広報委員会に委員長を置く。委員長は理事長が推薦し理事会において選任する。 

 

（委員の選任） 

第３２条 広報委員会の委員は、広報委員会委員長が推薦し企画運営部会において選任する。 

 

（任期） 

第３３条 広報委員会委員長及び委員の任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

  ２  広報委員会委員が任期途中で退任した場合、欠員を補うために選任された委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

（委員会の開催） 

第３４条 広報委員会は、必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。 

 

（議長） 

第３５条 広報委員会の議長は、委員長が務めるものとする。委員長が欠けるときは、副委員長が

これにあたる。 

 

（議事録） 

第３６条 広報委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

 

第６章 その他 

（改正） 

第３７条 この企画運営基本原則の改正は、総合評価部会の発議に基づき理事会において行う。 

附則 

１．本基本原則は、２０１９年２月８日に制定し、同日より施行する。 
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一般財団法人 日本看護学教育評価機構 会員規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人日本看護学教育評価機構定款第５６条第２項に基づいて定める。 

 

（会員の種類） 

第２条 この法人の会員は次の２種とする。 

 （１）正会員  この法人の目的及び事業に賛同して入会した看護系大学。 

 （２）賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した看護者の育成を支援 

する団体。 

 

（資格） 

第３条 正会員は、この法人の事業を支える看護系大学であって、所定の入会申請を行い、理事会 

においてその入会が承認されなければならない。 

２ 賛助会員は、この法人の事業を賛助する看護者の育成を支援する団体であって、所定の入会申 

請を行い、理事会においてその入会が承認されなければならない。  

 

（入会手続き） 

第４条 入会を希望する者は、入会申請書に必要事項を記載し、提出しなければならない。 

２ 受理した入会申請書はこの法人で保管するものとする。 

３ 入会が承認された会員には、理事長名で会員承諾書（発刊番号付）を発行する。 

 

（退会） 

第５条 正会員または賛助会員がこの法人から任意に退会しようとするときは、退会を希望する３

か月前までに、この法人の理事長宛に退会届を提出しなければならない。  

 

（会費） 

第６条 正会員および賛助会員は、それぞれ会費を期日までに納入しなければならない。 

２ 会費の有効期間は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる１年とする。 

３ 正会員の会費は、年間１０万円とする。 

４ 賛助会員の会費は、一口３０万円、一口以上とする。 

５ 納入済みの会費は、特段の理由がない限り返還しない。 

 

（変更） 

第７条 この規程は、理事会の決議により変更することができる。 

 

附 則 

１．  この規程は、２０１８年１１月５日から施行する。 
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3 月 23日 JANPU会員校向け説明会 

 2018年 3月 23日、毎年年度末に開催される JANPU説明会・研修会で、本機構の説明をする機会を得

た。説明内容は以下のように構成し、１）にそれまでに寄せられた会員校からの質問への回答を盛り

込むようにした。 

1）本機構が行う、分野別評価とは 

2）理事会・評議員会報告 

3）試行評価対象校の募集について 

4）評価員研修について 

5）予算案について（100校、150校の場合） 

6）今後のスケジュールについて 
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決　算　報　告　書

自　平成３０年１０月１５日
至　平成３１年３月３１日

一般財団法人　日本看護学教育評価機構

(　第１期　)
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(単位：円)

当年度
（平成３０年度）

前年度
（平成２９年度）

増減

Ⅰ　資産の部

1.　流動資産

現金 81,396 0 81,396

普通預金 22,968,835 0 22,968,835

　　流動資産合計 23,050,231 0 23,050,231

　　資産の部合計 23,050,231 0 23,050,231

貸借対照表
平成３１年３月３１日現在

勘定科目



 

65 

  

(単位：円)

当年度
（平成３０年度）

前年度
（平成２９年度）

増減

Ⅰ　資産の部

1.　流動資産

現金 81,396 0 81,396

普通預金 22,968,835 0 22,968,835

　　流動資産合計 23,050,231 0 23,050,231

　　資産の部合計 23,050,231 0 23,050,231

Ⅱ　負債の部

1.　流動負債

未払金※1 1,684,613 0 1,684,613

未払法人税等※2 29,100 0 29,100

預り金※3 5,513 0 5,513

前受金※4 100,000 0 100,000

　　流動負債合計 1,819,226 0 1,819,226

　　負債の部合計 1,819,226 0 1,819,226

Ⅲ　正味財産の部

1.指定正味財産

指定正味財産 0 0 0

　指定正味財産合計 0 0 0

2.一般正味財産

一般正味財産 21,231,005 0 21,231,005

　　一般正味財産合計 21,231,005 0 21,231,005

　　正味財産の部合計 21,231,005 0 21,231,005

　負債及び正味財産合計 23,050,231 0 23,050,231

【貸借対照表注記】
※1　未払金の詳細については、70ページ「財産目録」を参照
※2　都税
※3　平成31年1-3月期の司法書士と税理士の源泉所得税
※4　2019年度年会費（昭和大学）の前受金

貸借対照表
平成３１年３月３１日現在

勘定科目
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(単位：円)

当年度
（平成３０年度）

前年度
（平成２９年度）

増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

1.　経常増減の部

　　(1)経常収益

受取会費※1 300,000 0 300,000

事業収入 800,000 0 800,000

その他収入※2 800,000 0 800,000

諸収入 60 0 60

受取預金利息 60 0 60

　　　経常収益計 1,100,060 0 1,100,060

　　(2)経常費用

①事業費 5,840,006 0 5,840,006

給与 99,000 0 99,000

印刷製本費※3 542,395 0 542,395

旅費交通費 1,061,162 0 1,061,162

通信運搬費 54,037 0 54,037

賃借料※4 507,152 0 507,152

消耗品費 84,780 0 84,780

租税公課※5 22,480 0 22,480

サイト運営費 84,240 0 84,240

謝金※6 1,556,402 0 1,556,402

支払手数料 15,807 0 15,807

委託費※7 1,698,554 0 1,698,554

会議費 113,997 0 113,997

管理費振替 0 0 0

②管理費 1,764,462 0 1,764,462

印刷製本費 55,571 0 55,571

旅費交通費 5,056 0 5,056

通信運搬費 106,261 0 106,261

賃借料※8 422,836 0 422,836

消耗品費※9 543,270 0 543,270

租税公課※10 7,700 0 7,700

サイト運営費 15,120 0 15,120

支払手数料 3,848 0 3,848

委託費※11 604,800 0 604,800

管理費振替 0 0 0

　　　経常費用計 7,604,468 0 7,604,468

当期経常増減額 -6,504,408 0 -6,504,408

正味財産増減計算書
平成３０年１０月１５日から平成３１年３月３１日まで

勘定科目
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当年度
（平成３０年度）

前年度
（平成２９年度）

増減

2.　経常外増減の部

　　(1)経常外収入 0 0 0

過年度損益修正益 0 0 0

　　(2)経常外費用 2,235,487 0 2,235,487

開業費償却※12 2,235,487 0 2,235,487

過年度損益修正損 0 0 0

当期経常外増減額 -2,235,487 0 -2,235,487

税引前当期一般財産増減額 -8,739,895 0 -8,739,895

法人税、住民税及び事業税 29,100 0 29,100

当期一般正味財産増減額 -8,768,995 0 -8,768,995

一般正味財産期首残高 30,000,000 0 30,000,000

一般正味財産期末残高 21,231,005 0 21,231,005

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期正味財産増減額 0 0 0

正味財産期首残高 0 0 0

正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 21,231,005 0 21,231,005

【正味財産増減計算書注記】

※1　賛助会員1社（医学書院）の会費収入

※2　平成30年11月5日開催のJABNE設立記念講演会のWEB視聴代金の収入

※3　平成30年11月5日開催のJABNE設立記念講演会プログラムや資料と2月8日開催の理事会資料の印刷コピー代

※4　設立記念講演会や3月23日開催の説明会の会場費と、WEB会議システムの利用料

※5　法人登記の登録免許税及び印紙税とロゴマークの登録料

※6　設立記念講演会に招聘したCCNE理事関連の費用（コンサルティング料、旅費など）

※7　設立記念講演会の招聘関連費用（同時通訳システムと音響会社）、設立記念講演会動画撮影・編集費用等

※8　7階会議室賃借料、サーバーならびにウィルスチェックソフトウエアのリース代

※9  事務局用の机、パソコン、ハードディスク、文具など

※10  銀行口座開設や社会保険料等初期登録に必要な履歴事項全部証明証等の発行のための印紙代

※11  税理士/司法書士/システム管理・機器設置会社への委託費

※12  日本看護系大学協議が立替払いしていた本機構の設立準備金（平成28年7月から平成30年10月14日）

勘定科目
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１重要な会計方針

①　会計方針

「公益法人会計基準」(平成２０年１２月１日　内閣府公益認定等委員会)を採用している。

②　消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

③　固定資産の減価償却について

その他の資産　器具及び備品については定率法により、ソフトウエアについては定額法により実施している。

財務諸表に対する注記
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(単位：円)

Ⅰ　資産の部

1.　流動資産

現金 81,396

事務局 81,396

普通預金 22,968,835

ジャパンネット銀行　ビジネス営業部　普通2XXXXXX 14,431,723

三井住友銀行　神田駅前支店　普通1XXXXXX 8,537,112

　　流動資産合計 23,050,231

　　資産の部合計 23,050,231

Ⅱ　負債の部

1.　流動負債

未払金 1,684,613

３月分　アルバイト代及びアルバイト交通費 23,070

各委員会　個人立替交通費等 26,560

庭野税理士　１～３月分作業料他 93,960

大塚商会　スチール収納庫代 19,980

ヨシダエキスプレス　荷物運搬代 9,072

ピーシーサポートサービス　ノートＰＣ購入他 506,217

三条写植　名刺代 7,560

升本フーズ　3/23　弁当代 16,200

ドリッパーズコーヒーサービス　3/23　コーヒー代 4,400

アカリデ　ホームページ修正料 9,720

NTTファイナンス　３月分電話代 9,028

日本看護系大学協議会　大塚商会立替払分 402,782

日本看護系大学協議会　7階会議室立替払分 324,000

日本看護系大学協議会　郵便代立替払分 245

日本看護系大学協議会　カウネット立替払分 62,208

日本看護系大学協議会　3/23説明会立替払分 169,611

未払法人税等 29,100

H30.10.15～H31.03.31　都民税均等割 29,100

預り金 5,513

源泉所得税　１～３月分 5,513

前受金 100,000

2019年度年会費　昭和大学 100,000

　　流動負債合計 1,819,226

　　負債の部合計 1,819,226

財産目録
平成３１年３月３１日現在

勘定科目 金額
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Ⅲ　正味財産の部

一般正味財産 21,231,005

一般正味財産 21,231,005

　　一般正味財産合計 21,231,005

　　正味財産の部合計 21,231,005

　負債及び正味財産合計 23,050,231

勘定科目 金額
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(単位：円)
公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計

Ⅰ　資産の部

1.　流動資産

現金 81,396 81,396

普通預金 22,968,835 22,968,835

　　流動資産合計 0 0 23,050,231 0 23,050,231

　　資産の部合計 0 0 23,050,231 0 23,050,231

Ⅱ　負債の部

1.　流動負債

未払金 1,684,613 1,684,613

未払法人税等 29,100 29,100

預り金 5,513 5,513

前受金 100,000 100,000

　　流動負債合計 0 0 1,819,226 0 1,819,226

　　負債の部合計 0 0 1,819,226 0 1,819,226

Ⅲ　正味財産の部

1.指定正味財産

　　指定正味財産の部合計 0 0 0 0 0

2.一般正味財産

一般正味財産 21,231,005 21,231,005

　　一般正味財産の部合計 0 0 21,231,005 0 21,231,005

　　正味財産の部合計 0 0 21,231,005 0 21,231,005

　負債及び正味財産合計 0 0 23,050,231 0 23,050,231

貸借対照表内訳表
平成３１年３月３１日現在

勘定科目
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Ⅰ　一般正味財産増減の部 評議員会
理事会及び監

事
説明会 総合評価部会 評価委員会

評価基準検討
委員会

評価者研修員
会

異議審査委員
会

総合評価部会
共通

企画運営部会

1.　経常増減の部

　　(1)経常収益

受取会費

事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他収入

諸収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受取預金利息

雑収入

　　　経常収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　(2)経常費用

①事業費 216,832 716,717 4,408,313 0 14,532 113,187 0 0 0 0

役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給与 0 0 99,000 0 0 0 0 0 0 0

福利厚生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

印刷製本費 0 7,560 534,835 0 0 0 0 0 0 0

旅費交通費 93,710 408,900 452,080 0 2,172 104,300 0 0 0 0

通信運搬費 29,085 220 24,625 0 0 107 0 0 0 0

交際費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

賃借料 93,767 187,534 225,851 0 0 0 0 0 0 0

支払保険料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

水道光熱費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消耗品費 0 19,980 64,800 0 0 0 0 0 0 0

租税公課 0 10,480 0 0 0 0 0 0 0 0

サイト運営費 0 0 84,240 0 0 0 0 0 0 0

謝金 0 0 1,556,402 0 0 0 0 0 0 0

支払手数料 270 1,522 13,070 0 0 540 0 0 0 0

委託費 0 56,160 1,284,374 0 0 0 0 0 0 0

会議費 0 24,361 69,036 0 12,360 8,240 0 0 0 0

諸会費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

広報活動費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

管理費振替 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

共通費振替 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

②管理費 0 0 0 0 0 0 0

給与

福利厚生費

退職金掛金

印刷製本費

旅費交通費

通信運搬費

交際費

賃借料

支払保険料

水道光熱費

消耗品費

租税公課

サイト運営費

支払手数料

委託費

会議費

諸会費

管理費振替

　　　経常費用計 216,832 716,717 4,408,313 0 14,532 113,187 0 0 0 0

当期経常増減額 -216,832 -716,717 -4,408,313 0 -14,532 -113,187 0 0 0 0

2.　経常外増減の部

　　(1)経常外収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過年度損益修正益

　　(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雑損失

開業費償却

過年度損益修正損

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

税引前当期一般財産増減額 -216,832 -716,717 -4,408,313 0 -14,532 -113,187 0 0 0 0

法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額 -216,832 -716,717 -4,408,313 0 -14,532 -113,187 0 0 0 0

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年１０月１５日から平成３１年３月３１日まで

勘定科目 公益目的事業会計
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Ⅰ　一般正味財産増減の部 財務委員会 広報委員会
企画運営部会

共通
共通 小計 評価事業 共通 小計 法人会計 内部取引消去

1.　経常増減の部

　　(1)経常収益

受取会費 0 0 300,000

事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 0

その他収入 0 0 800,000

諸収入 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0

受取預金利息 0 0 60

雑収入 0 0

　　　経常収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,060 0

　　(2)経常費用 0

①事業費 0 370,425 0 0 5,840,006 0 0 0 0 0

役員報酬 0 0 0 0 0 0

給与 0 0 0 0 99,000 0

福利厚生費 0 0 0 0 0 0

印刷製本費 0 0 0 0 542,395 0

旅費交通費 0 0 0 0 1,061,162 0

通信運搬費 0 0 0 0 54,037 0

交際費 0 0 0 0 0 0

賃借料 0 0 0 0 507,152 0

支払保険料 0 0 0 0 0 0

水道光熱費 0 0 0 0 0 0

消耗品費 0 0 0 0 84,780 0

租税公課 0 12,000 0 0 22,480 0

サイト運営費 0 0 0 0 84,240 0

謝金 0 0 0 0 1,556,402 0

支払手数料 0 405 0 0 15,807 0

委託費 0 358,020 0 0 1,698,554 0

会議費 0 0 0 0 113,997 0

諸会費 0 0 0 0 0 0

広報活動費 0 0 0 0 0 0

減価償却費 0 0 0 0 0 0

管理費振替 0 0 0 0 0 0

共通費振替 0 0 0 0 0 0

②管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 1,764,462 0

給与 0 0

福利厚生費 0 0

退職金掛金 0 0

印刷製本費 0 0 55,571

旅費交通費 0 0 5,056

通信運搬費 0 0 106,261

交際費 0 0

賃借料 0 0 422,836

支払保険料 0 0

水道光熱費 0 0

消耗品費 0 0 543,270

租税公課 0 0 7,700

サイト運営費 0 0 15,120

支払手数料 0 0 3,848

委託費 0 0 604,800

会議費 0 0

諸会費 0 0

管理費振替 0 0

　　　経常費用計 0 370,425 0 0 5,840,006 0 0 0 1,764,462 0

当期経常増減額 0 -370,425 0 0 -5,840,006 0 0 0 -664,402 0

2.　経常外増減の部

　　(1)経常外収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

過年度損益修正益 0 0

　　(2)経常外費用 0 0 0 0 0 0 0 0 2,235,487 0

雑損失 0 0

開業費償却 0 0 2,235,487

過年度損益修正損 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,235,487 0

税引前当期一般財産増減額 0 -370,425 0 0 -5,840,006 0 0 0 -2,899,889 0

法人税、住民税及び事業税 0 0 29,100 0

当期一般正味財産増減額 0 -370,425 0 0 -5,840,006 0 0 0 -2,928,989 0

一般正味財産期首残高 0 0 0 0 30,000,000 0

一般正味財産期末残高 -5,840,006 0 0 0 27,071,011 0

Ⅱ　指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 -5,840,006 0 0 0 27,071,011 0

勘定科目 公益目的事業会計 収益事業等会計

正味財産増減計算書内訳表
平成３０年１０月１５日から平成３１年３月３１日まで
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事務職員雇用、事務所開設について 

 

１）事務職員雇用 

 2019年 4月より本法人：一般財団法人日本看護学教育評価機構（以下、JABNE）専任事

務職員として吉井真美氏を 1名雇用する。また、出資者である一般社団法人日本看護系大

学協議会（以下、JANPU）は事務職員として、2019年 4月にフルタイム職員 1名、2019年

3月にパート 1名の計 2名を雇用して 2019年 4月より JANPU事務局は 7 名体制となる（フ

ルタイム 4名、パート 3名）。JANPUに 4月入社予定の亀山智子氏は、JABNEに出向しての

勤務となることを前提として雇用となる。 

 JABNE専任事務職員 1名と JANPU事務職員 7名、計 8名で JABNEの事務業務に従事して

いく。 

 

２）事務所開設 

 東京都千代田区内神田 2-11-5大澤ビル７階に主たる事務所を置く。JABNEは 2018年 10

月 15日に法人設立を行い、2018年 11月 5日開催の JABNE設立記念講演会に向けて、ネッ

トワークならびに通信回線（電話、ホームページ等）を開設し、2019年 3月末までに代表

理事と専任事務職員用の机や椅子、パソコン等の備品や環境を準備・設置した。 

 大澤ビル 7階は JANPUがビル所有者と賃貸契約している物件であり、7階に JABNEが同

居して使用する旨を「同居会社に関する覚書」としてビル所有者と JANPUとの間で 2018

年 10月 15日に交わしている。また、2019年 4月 1日付に JABNE（賃借人）と JANPU(賃貸

人)との間で、月 100,000円（別途消費税加算）の賃料で事務所賃貸借契約書を締結し

た。 
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日看評機第 14号 

2019年 2月 27日 

一般社団法人 日本看護系大学協議会 

会員校代表者（＝社員）各位 

 

一般財団法人 日本看護学教育評価機構 

代表理事 高田早苗 

 

一般財団法人 日本看護学教育評価機構 2019 年度入会のご案内 

 

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より日本看護学教育評価機構ならびに 

日本看護系大学協議会の活動にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 日本看護学教育評価機構は、看護学という専門分野の特性を踏まえた分野別評価を行うことに 

より、看護学教育の質の改善・向上を目指すべきであるという考えのもと、日本看護系大学協議会

により 2018年 10月 15日に設立されました。 

本機構は、下記の目的を達成するために、看護学分野別評価事業を通して、各大学がより良い教

育を推進し、人々の健康と生活を支える看護専門職を社会に送り出すことを支援していく所存です。 

 

目的： 日本の大学における看護学教育の質を保証するために、看護学教育プログラムの公正かつ

適正な評価等を行い、教育研究活動の充実と向上を図ることを通して、国民の保健医療福

祉に貢献すること。 

事業： 1) 看護学教育プログラムの評価事業 

    2) 看護学教育プログラムの評価基準の作成及び改訂 

3) 看護学教育プログラムの充実・向上に関する支援事業 

4) 看護学教育プログラムの充実・向上に関する調査研究 

5) 看護学教育評価に関する広報活動 

6) 関連諸団体との連携事業 

 

 つきましては、日本看護系大学協議会会員校の皆様に本機構へご理解とご協力を賜りたく、ご検

討の上、ご加入くださいますようお願い申し上げます。 

なお、2019 年度のご入会は、添付の様式により「入会申請書」をご記入の上、同封の返信用封筒

で 4月 22日（月）までに本機構事務局にお送りください。尚、期限に間に合わない場合は事前にご

連絡いただければと存じます。 

 

本機構の会員の資格、会費その他につきましては、2018年 11月 5日（月）開催の設立記念講演会

で配布いたしました「看護学教育評価システム」（https://jabne.or.jp/file/hyouka_system.pdf）

の定款、会員規程等をご参照ください。 

なお、「日本看護学教育評価機構説明会」を 3月 23日（土）10時から、一橋大学一橋講堂（住所：

東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内）で開催する予定でございます。今後のスケジュ

ールや評価の詳細につきましてご説明いたしますので、是非ご出席ください。

（http://www.janpu.or.jp/file/20190323seminar-No.47.pdf） 

年度末のお忙しい時期とは存じますが、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 
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◆2019年度入会の流れ◆ 

１．入会申込〆切： 2019年 4月 22日（月）  

２．理事会承認時期： 入会申請書が届き次第速やかに承認 

３．会費納入期限： 2019年 6月 28日（金）、会費 100,000円 

 

※１．３．の期限に間に合わない場合は、事前に下記までご連絡ください。 

 

≪2019年度 会費の納入につきまして≫ 

早速ではございますが、日本看護学教育評価機構にご加入いただけます会員校様へ、会費の納入に

つきましてお知らせ申し上げます。会員規程第６条（会費）に従い、2019年度会費100,000円を6月28

日（金）までに、会員校様のご都合に合わせて下記3つのいずれかの口座へお振り込みくださいます

ようお願い致します。 

なお、入金確認の円滑化のため、出来る限り郵便振込取扱票をご利用いただけますと幸甚に存じ

ます。銀行振込の場合、学校名が確認できないケースがございますので、やむを得ず銀行振込を  

ご利用される場合や納入期限に間に合わない場合は、お手数とは存じますが、お振込の日時を本機

構事務局宛にメールあるいはFAXでお知らせください。 

また、恐れ入りますが会費納入確認のために、JANPU会員校の学校コード（4桁）を明記してご送

金くださいますよう、重ねてお願い申し上げます。請求書、領収書がご必要の場合は、本機構事務

局までご連絡ください。 

 

【郵便振込取扱票をご利用の場合】 
振込先 口座番号 

ゆうちょ銀行 00180-5-421122 

口座名称 

一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 日本
にほん

看護学
かんごがく

教 育
きょういく

評価
ひょうか

機構
きこう

 

 

【銀行振込をご利用の場合①】 
振込先銀行/コード 支店/コード 科目 口座番号 

ジャパンネット銀行（0033） ビジネス営業部（005） 普通（フツウ） 2063209 

口座名称 

一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 日本
にほん

看護学
かんごがく

教 育
きょういく

評価
ひょうか

機構
きこう

 

 

【銀行振込をご利用の場合②】 
振込先銀行/コード 支店/コード 科目 口座番号 

三井住友銀行（0009） 神田駅前支店（220） 普通（フツウ） 1949300 

口座名称 

一般
いっぱん

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 日本
にほん

看護学
かんごがく

教 育
きょういく

評価
ひょうか

機構
きこう

 

 

事務局連絡先： 

一般財団法人 日本看護学教育評価機構 事務局 

〒101-0047 

東京都千代田区内神田 2－11－5 大沢ビル７階 

電話番号：03-3526-2436、 FAX番号：03-3526-2437 

E-mail：office@jabne.or.jp 
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